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書
は
中
国
古
代
の
人
々
の
日
常
生
活
を
貫
き
、
手
紙
の
や
り
取
り
、
公
文
書
の
掲
示
、
科
挙 

の
試
験
な
ど
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
い
ず
れ
も
実
用
的
な
「
術
」
で
あ
る
。
漢
代
か
ら 

書
法
の
美
に
関
す
る
言
論
が
続
々
と
出
現
し
、
美
意
識
の
萌
芽
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
芸
術 

功
能
は
終
始
実
用
を
超
え
て
お
ら
ず
、
古
人
の
日
常
生
活
で
は
独
立
し
た
芸
術
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
な
い
。
清
末
に
は
、
王
国
維
（
『
古
雅
之
在
美
学
上
之
位
置
』
一
九
〇
七
年
）
、
梁
啓
超
（
『
中

国
地
理
大
勢
論
』
一
九
〇
二
年
）
・
『
書
法
指
導
』
一
九
二
七
年
）
、
鄧
以
蟄
（
『
書
法
之
欣
賞
』 

一
九
三
七
年
）
な
ど
の
学
者
が
そ
の
著
作
に
お
い
て
「
書
法
は
美
術
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を 

提
起
し
た
。
そ
の
後
の
学
者
、
例
え
ば
張
蔭
麟
（
『
中
国
書
芸
批
評
学
序
文
』
一
九
三
一
年
）
、 

宗
白
華
（
『
徐
悲
鴻
与
中
国
絵
画
』
一
九
三
二
年
・
『
書
法
在
中
国
芸
術
史
上
的
地
位
』
一
九
三

八
年
・
『
中
国
書
法
芸
術
的
性
質
』
一
九
八
三
年
）
、
朱
光
潜
（
『
子
非
魚
、
安
知
魚
之
楽―

―

宇

宙
的
人
情
化
』
一
九
三
二
年
）
な
ど
の
学
者
は
そ
の
著
作
の
中
で
「
書
は
芸
術
で
あ
る
」
と
い

う
命
題
を
提
起
し
た
。
現
在
で
は
、
「
書
は
芸
術
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
主
流
に
な
っ
て
い
る

が
、
現
代
の
書
の
創
作
、
研
究
と
も
に
、
ほ
と
ん
ど
こ
れ
に
立
脚
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

こ
の
二
つ
の
命
題
が
い
ず
れ
も
「
観
念
」
と
し
て
現
れ
た
こ
と
は
、
書
の
芸
術
認
識
の
目
覚

め
を
表
す
だ
け
で
な
く
、
書
の
本
質
に
対
す
る
認
識
の
発
展
を
巡
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
美
学
思

想
の
集
合
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
書
法
の
本
質
に
対
す
る
認
識
の
歴
史
は
、

中
国
の
書
法
美
学
の
発
展
を
貫
く
核
心
的
な
手
が
か
り
で
あ
り
、
現
代
の
書
法
の
発
展
に
対
す

る
重
要
な
理
論
的
根
拠
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
書
は
美
術
で
あ
る
」
と
い

う
命
題
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
現
代
の
主
流
の
認
識
に
ま
で
発
展
し
た
の
か
。
ま
た
、
な
ぜ
書

は
強
い
文
学
的
属
性
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
芸
術
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
の
か
。
芸
術
の
範
疇

に
入
れ
る
根
拠
は
何
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
る
に
は
、
こ
の
観
念
の
初
期
の
形
成
か

ら
、
現
在
ま
で
の
発
展
過
程
を
考
察
し
た
上
で
、
命
題
提
起
者
の
学
術
的
背
景
と
当
時
の
社
会

的
背
景
を
結
び
付
け
、
提
起
す
る
立
場
と
理
論
的
根
拠
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
の
う
ち
、
王
国
維
、
梁
啓
超
、
鄧
以
蟄
の
三
人
の
学
者
は
書
法
を
「
美
術
」
と
呼
ん
で
い

る
が
、
張
蔭
麟
、
宗
白
華
、
林
語
堂
、
朱
光
潜
、
蒋
彝
は
「
芸
術
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
で

は
、
「
書
法
は
美
術
で
あ
る
」
と
「
書
法
は
芸
術
で
あ
る
」
は
同
じ
意
味
だ
ろ
う
か
。
管
見
の
限

り
、
こ
の
命
題
を
直
接
に
論
じ
た
文
章
は
見
当
た
ら
な
い
。
本
論
文
で
は
、
「
美
術
」
、
「
芸
術
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
の
転
換
と
時
代
背
景
を
結
び
つ
け
、
特
に
前
者
の
王
国
維
・
梁
啓
超
・
鄧

−123−



 
 

以
蟄
の
い
う
「
美
術
」
の
意
味
を
考
察
し
、
そ
の
上
で
彼
ら
の
書
法
に
対
す
る
立
場
を
分
析
す

る
。
こ
の
分
析
に
は
、
書
法
の
本
質
に
関
わ
る
研
究
の
一
環
と
し
て
、
用
語
に
対
す
る
考
察
が

必
要
で
あ
り
、
再
検
討
す
る
う
え
で
の
前
提
と
も
い
え
る
。 

 一一
、、
「「
美美
術術
」」
とと
「「
芸芸
術術
」」
のの
背背
景景
にに
つつ
いい
てて  

「
美
術
」
と
い
う
言
葉
は
中
国
の
古
籍
に
散
見
す
る
が
、
現
在
の
意
味
と
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。
最
も
早
い
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
は
晋
代
の
文
献
に
見
ら
れ
る
。
晋
代
の
華
僑
が
撰
し

た
『
紫
陽
真
人
内
伝
』
は
、
仇
公
が
紫
陽
真
人
に
修
行
秘
伝
を
伝
授
す
る
こ
と
を
記
述
す
る
。

そ
の
な
か
で
仇
公
は
、
「
此
書
淵
祕
、
非
賢
勿
宣
、
汝
有
至
心
、
故
以
相
付
。
八
節
存
之
、
一
則

消
除
萬
害
、
一
則
形
軀
不
敗
。
能
守
之
、
致
雲
車
羽
蓋
、
坐
造
風
雨
、
激
電
砰
磕
矣
。
乃
地
仙

之
美
術
、
長
生
之
真
法
。
」
１

と
い
っ
て
い
る
。 

こ
こ
で
は
「
美
術
」
と
「
真
法
」
と
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
美
術
」
は
あ
る

種
の
法
術
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

明
代
の
葉
向
高
は
『
蒼
霞
草
』
の
中
で
、
「
そ
の
設
施
の
方
略
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
時
に
よ

っ
て
務
を
達
成
し
、
解
決
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
制
変
の
良
材
で
あ
り
、
銷
萌
の
美
術

で
あ
る
。
」
（
其
設
施
方
略
、
雖
有
不
同
、
然
皆
能
因
時
達
務
、
導
窽
解
紛
固
、
制
變
之
良
材
、

而
銷
萌
之
美
術
也
。
）
２

と
い
う
。 

文
意
か
ら
す
れ
ば
、 

こ
の
「
美
術
」
と
は
前
文
の
「
良
材
」
と
対
応
し
て
お
り
、
そ
の
意
味

は
同
様
に
良
い
方
略(

方
法)

を
指
す
と
解
せ
る
。 

乾
隆
年
間
、
弘
昼
が
著
し
た
『
稽
古
斎
全
集
』
に
は
、
「
若
夫
、
暑
さ
が
酷
烈
に
な
っ
て
、
納

涼
の
亭
に
座
り
、
避
暑
の
室
に
棲
ん
で
、
寒
氷
が
瓜
を
切
る
よ
う
の
如
き
、
本
当
に
そ
の
安
石

の
紅
榴
、
洞
庭
の
甘
橘
よ
り
優
れ
る
。
こ
の
御
暑
の
良
方
、
煩
悩
を
滅
ぼ
す
美
術
は
、
主
人
の

暑
さ
を
慰
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
若
夫
暑
氣
酷
烈⋯

⋯

坐
納
涼
之
亭
、
棲
避
暑
之
室
、
如
出
寒

冰
剖
瓜
、
實
勝
彼
安
石
紅
榴
、
洞
庭
甘
橘
。 

此
御
暑
之
良
方
、
消
煩
之
美
術
、
實
可
慰
主
人
驅

暑
之
懷
。
）
３

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
こ
の
「
美
術
」
は
「
良
方
」
と
対
応
し
た
、
良
い

方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
近
代
以
降
に
輸
入
さ
れ
た
「
美
術
」
と
は
関
係
な
い
。 

「
美
術
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
八
七
一
年
に
新
し
い
概
念
と
し
て
、
最
初
、
日
本
人
に
よ
っ

て
翻
訳
さ
れ
４

、
一
八
八
〇
年
に
訪
日
し
た
清
人
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
５

。
一
九
〇
〇
年
前
後
、

当
時
の
中
国
の
新
聞
に
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
『
実
学
報
』
６

、

『
時
務
報
』
７

、
『
政
芸
通
報
』
８

、
『
北
洋
官
報
』
９

、
『
外
交
報
』
１
０

、
『
経
世
文
潮
』
１
１

な
ど

の
新
聞
や
雑
誌
は
相
次
い
で
日
本
を
紹
介
す
る
文
章
を
掲
載
し
、
そ
の
中
に
「
美
術
」
と
い
う

言
葉
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
一
八
九
七
年
『
実
学
報
』
は
、
孫
福
保
が
九
月
十
六
日
付
『
東
京
日
報
』
の
内
容

を
引
用
し
て
翻
訳
し
た
『
美
術
育
英
会
之
計
画
』
と
い
う
文
章
を
掲
載
し
た
。
そ
の
中
に
、
「
金

属
彫
刻
、
鋳
造
彫
刻
の
金
銀
、
金
打
物
、
象
眼
七
宝
、
鉄
打
物
、
陶
磁
器
、
牙
彫
木
彫
、
蒔
絵

の
絵
画
、
禅
用
の
織
物
、
刺
繍
な
ど
（
金
屬
雕
刻
、
鑄
造
雕
刻
金
銀
、
金
打
物
、
象
眼
七
寶
、

鐵
打
物
、
陶
磁
器
、
牙
彫
木
彫
、
蒔
繪
繪
畫
、
禪
用
織
物
、
刺
繡
等
。
）
」
１
２

と
言
及
し
た
。
こ

れ
が
「
美
術
」
の
中
身
で
あ
る
。 

一
九
〇
三
年
『
政
芸
通
報
』
は
、
鄧
実
の
『
日
本
美
術
学
校
科
目
課
程
』
を
掲
載
し
、
日
本

美
術
学
校
設
置
の
方
針
と
課
程
設
置
を
紹
介
し
た
１
３

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
「
美
術
」
は

職
人
や
技
芸
に
関
連
す
る
技
術
の
意
味
も
混
在
し
、
視
覚
的
に
美
し
く
、
精
巧
に
作
ら
れ
た
手

工
芸
品
や
絵
画
作
品
を
す
べ
て
「
美
術
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

一
九
一
〇
年
、
李
叔
同
は
『
女
学
生
雑
誌
』
１
４

に
「
美
術
、
工
芸
之
界
説
」
と
い
う
文
章
を

発
表
し
、
「
工
芸
の
目
的
は
実
技
に
あ
り
、
美
術
の
志
趣
は
精
神
に
あ
る
。
両
者
は
混
同
し
て
は

い
け
な
い
」
と
述
べ
た
１
５

。
こ
の
観
点
は
当
時
の
美
術
概
念
を
さ
ら
に
細
分
化
し
、
本
質
か
ら

両
者
の
根
本
的
な
違
い
を
明
確
に
し
、
美
術
の
範
囲
を
精
錬
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

一
九
一
三
年
二
月
、
魯
迅
は
『
教
育
部
編
纂
所
月
刊
』
第
一
巻
第
一
冊
に
、
「
擬
播
布
美
術
意

見
書
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
中
に
、
「
美
術
と
い
う
言
葉
は
、
古
代
の
中
国
で
は
言
わ
な
い
。
こ

こ
で
使
っ
て
い
る
の
は
、
英
語
の
愛
忒
（a

r
t
 
o
r
 
f
i
n
e
 
a
r
t

）
か
ら
翻
訳
さ
れ
た
言
葉
で
あ 

る
。
（
美
術
為
詞
、
中
國
古
所
不
道
、
此
之
所
用
、
譯
自
英
之
愛
忒
（a

r
t
 
o
r
 
f
i
n
e
 
a
r
t

）
。
」

１
６

と
記
し
て
い
る
。 

「
美
術
」
に
対
応
す
る
「f

i
n
e
 
a
r
t

」
と
「
芸
術
」
に
対
応
す
る
「a

r
t

」
と
い
う
現
代
の
認

 
 

識
は
、
魯
迅
の
頃
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
統
一
し
て
「
美
術
」
と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
彼
は
「
美
術
」
に
備
わ
る
要
素
を
明
確
に
指
摘

し
た
。
「
そ
れ
ゆ
え
美
術
に
は
、
三
つ
の
要
素
が
あ
る
。
一
つ
目
は
天
物
、
二
つ
目
は
思
理
、
三

つ
目
は
美
化
で
あ
る
。
（
故
美
術
者
、
有
三
要
素
：
一
曰
天
物
、
二
曰
思
理
、
三
曰
美
化
。
）
」

１
７

と
述
べ
て
い
る
。 

李
叔
同
が
本
質
か
ら
着
手
す
る
の
と
は
異
な
り
、
魯
迅
は
概
念
か
ら
着
手
し
、
美
術
の
範
囲

を
は
っ
き
り
描
き
出
し
た
。
こ
の
時
、
魯
迅
の
概
念
に
は
「
工
芸
」
、
「
技
術
」
の
影
が
薄
く
な

り
、
代
わ
り
に
あ
る
の
が
「
思
理
」
で
あ
っ
た
。
彼
の
「
美
術
」
分
類
の
陳
述
に
は
、
彫
刻
、

絵
画
、
文
章
、
建
築
、
音
楽
が
含
ま
れ
て
い
る
。
魯
迅
の
提
唱
後
と
そ
れ
以
前
の
「
美
術
」
の

概
念
を
比
べ
る
と
大
き
な
差
が
あ
り
、
工
芸
と
美
術
は
完
全
に
分
離
さ
れ
た
。
総
合
的
に
見
る

と
、
魯
迅
の
言
う
「
美
術
」
は
、
概
念
か
ら
見
て
も
、
分
類
か
ら
見
て
も
、
現
代
通
念
の
「
芸

術
」
と
完
全
に
一
致
し
て
お
り
、
実
際
に
は
現
代
通
念
の
「
芸
術
」
概
念
と
し
て
普
及
し
て
い

る
と
い
え
る
。
一
方
、
「
美
術
」
が
、
現
代
通
念
の
「
造
形
芸
術
」
と
し
て
最
終
的
に
確
立
さ
れ

る
の
は
、
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
の
発
展
と
密
接
に
関
連
し
て
い
よ
う
。 

「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
は
、
中
国
古
代
か
ら
広
く
使
わ
れ
て
い
た
。
『
説
文
解
字
』
で
は
「
埶
」

（
藝
）
を
す
な
わ
ち
「
種
也
」
と
解
釈
し
て
い
る
１
８

。
こ
の
言
葉
は
明
ら
か
に
農
業
が
興
っ
た

早
期
の
古
代
社
会
に
生
ま
れ
、
作
物
を
植
え
る
技
能
、
技
術
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。
社

会
の
発
展
に
伴
い
、
「
藝
」
の
意
味
も
変
わ
っ
て
い
く
。
『
広
韻
』
祭
韻
に
は
、
「
藝
は
、
才
能
で

あ
る
。
（
藝
、
才
能
也
。
）
」
１
９

と
解
釈
す
る
。
清
代
の
学
者
段
玉
裁
は
、
「
儒
者
の
礼
、
楽
、
射
、

御
、
書
、
数
に
於
け
る
は
、
猶
ほ
農
者
の
樹
芸
の
ご
と
き
な
り
。
（
儒
者
之
於
禮
、
樂
、
射
、
御
、

書
、
數
、
猶
農
者
之
樹
藝
也
。
）
」
２
０

と
注
釈
し
た
。
古
代
中
国
に
は
「
六
芸
」
と
い
う
説
が
あ

り
、
礼
、
楽
、
射
、
御
、
書
、
数
を
合
わ
せ
て
「
六
芸
」
と
呼
ぶ
。
い
わ
ゆ
る
「
六
芸
」
の
「
芸
」

は
、
す
で
に
農
耕
生
活
の
「
芸
」
で
は
な
く
、
農
芸
よ
り
大
き
く
変
化
し
、
技
芸
に
ま
で
広
が

っ
て
い
る
。
「
術
」
の
字
は
、
『
説
文
解
字
』
に
、
「
行
に
従
ふ
、
術
の
声
、
邑
中
の
道
な
り
。
（
從 

行
、
術
聲
、
為
邑
中
道
也
。）
」
２
１

と
解
釈
す
る
。
こ
れ
が
基
本
的
な
意
味
で
あ
る
。
後
に
、
「
術
」

は
「
道
路
」
か
ら
経
路
・
方
法
・
手
段
に
派
生
し
た
。
『
礼
記
』
祭
統
に
は
、
「
恵
術
や
、
以
て

政
を
観
る
べ
し
。
（
恵
術
也
、
可
以
観
政
矣
。
）
」
と
あ
り
、
鄭
玄
は
「
術
は
、
猶
ほ
法
の
ご
と
き

な
り
。
（
術
、
猶
法
也
。
）
」
２
２

と
注
し
た
。 

南
朝
・
劉
宋
時
代
の
歴
史
家
で
あ
る
范
曄
が
著
し
た
『
後
漢
書
』
に
、
「
芸
」
と
「
術
」
の
連

用
例
が
初
め
て
現
れ
る
。 

「
永
和
元
年
、
無
忌
と
議
郎
の
黄
景
を
詔
し
、
中
書
五
経
、
諸
子
百
家
、
芸
術
を
校
定
す
。

（
永
和
元
年
、
詔
無
忌
與
議
郎
黃
景
、
校
定
中
書
五
經
、
諸
子
百
家
、
藝
術
。
）
」
２
３

と
あ
り
、

芸
術
は
「
五
経
」
や
「
諸
子
百
家
」
と
並
ぶ
門
類
と
さ
れ
た
。
李
賢
は
こ
れ
に
対
し
て
、
「
『
蓺

文
志
』
に
曰
く
、
諸
子
は
凡
そ
一
百
八
十
九
家
あ
り
、
百
家
と
言
ひ
、
そ
の
成
数
を
挙
ぐ
る
な

り
。
蓺
は
書
、
数
、
射
、
御
を
謂
ひ
、
術
は
医
、
方
、
卜
、
筮
を
謂
ふ
。
（
《
蓺
文
志
》
曰"

諸
子

凡
一
百
八
十
九
家"

、
言
百
家
、
舉
其
成
數
也
。
蓺
謂
書
、
數
、
射
、
御
、
術
謂
醫
、
方
、
卜
、

筮
。
）
」
２
４

と
注
釈
し
た
。 

六
芸
の
中
の
礼
と
楽
は
す
で
に
五
経
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
数
・
書
・
射
・

御
の
四
芸
だ
け
を
残
し
、
医
・
方
・
卜
・
筮
を
増
や
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
技
能
・
技
術
で

あ
る
。
現
代
の
「
芸
術
」
概
念
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。 

唐
『
晋
書
』
の
『
芸
術
伝
』
序
に
は
、
「
藝
術
の
興
り
は
、
由
來
尚
ぶ
な
り
。
（
藝
術
之
興
、 

由
來
尚
矣
。
）
」
２
５

と
あ
る
が
、
こ
の
「
芸
術
」
は
天
文
、
暦
法
、
陰
陽
、
卜
筮
、
幻
化
の
術
な

ど
を
指
し
て
お
り
、
実
際
に
も
何
ら
か
の
技
術
、
技
能
を
指
し
て
い
る
。 

つ
い
で
宋
代
の
鄭
樵
の
『
通
志
』
に
は
、
「
史
記
よ
り
司
馬
季
主
・
扁
鵲
倉
公
な
ど
の
伝
を
作

り
、
而
し
て
後
漢
は
之
に
因
り
、
遂
に
方
術
有
り
、
晋
・
周
・
隋
に
伝
へ
之
を
藝
術
と
謂
ひ
、

後
魏
は
之
を
術
藝
と
謂
ひ
、
北
齊
は
之
を
方
技
と
謂
ひ
、
今
、
春
秋
列
國
起
り
隋
ま
で
、
総
じ

て
之
を
藝
術
と
謂
ふ
。
（
自
史
記
作
司
馬
季
主
扁
鵲
倉
公
等
傳
、
而
後
漢
因
之
、
遂
有
方
術
、
傳

晉
周
隋
謂
之
藝
術
、
後
魏
謂
之
術
藝
、
北
齊
謂
之
方
技
、
今
起
春
秋
列
國
訖
隋
總
謂
之
藝
術
云
。
）」

２
６

と
あ
る
。 

「
芸
術
」
で
も
「
術
芸
」
で
も
、
方
技
、
方
術
と
並
ん
で
い
る
の
で
、
技
能
、
技
術
の
意
味

を
指
し
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
清
末
ま
で
の
長
い
間
、
特
に
日
本
の
名
詞
が
大
量
に
流
入
す
る
前
に
あ
っ

−124−



 
 

識
は
、
魯
迅
の
頃
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
統
一
し
て
「
美
術
」
と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
彼
は
「
美
術
」
に
備
わ
る
要
素
を
明
確
に
指
摘

し
た
。
「
そ
れ
ゆ
え
美
術
に
は
、
三
つ
の
要
素
が
あ
る
。
一
つ
目
は
天
物
、
二
つ
目
は
思
理
、
三

つ
目
は
美
化
で
あ
る
。
（
故
美
術
者
、
有
三
要
素
：
一
曰
天
物
、
二
曰
思
理
、
三
曰
美
化
。
）
」

１
７

と
述
べ
て
い
る
。 

李
叔
同
が
本
質
か
ら
着
手
す
る
の
と
は
異
な
り
、
魯
迅
は
概
念
か
ら
着
手
し
、
美
術
の
範
囲

を
は
っ
き
り
描
き
出
し
た
。
こ
の
時
、
魯
迅
の
概
念
に
は
「
工
芸
」
、
「
技
術
」
の
影
が
薄
く
な

り
、
代
わ
り
に
あ
る
の
が
「
思
理
」
で
あ
っ
た
。
彼
の
「
美
術
」
分
類
の
陳
述
に
は
、
彫
刻
、

絵
画
、
文
章
、
建
築
、
音
楽
が
含
ま
れ
て
い
る
。
魯
迅
の
提
唱
後
と
そ
れ
以
前
の
「
美
術
」
の

概
念
を
比
べ
る
と
大
き
な
差
が
あ
り
、
工
芸
と
美
術
は
完
全
に
分
離
さ
れ
た
。
総
合
的
に
見
る

と
、
魯
迅
の
言
う
「
美
術
」
は
、
概
念
か
ら
見
て
も
、
分
類
か
ら
見
て
も
、
現
代
通
念
の
「
芸

術
」
と
完
全
に
一
致
し
て
お
り
、
実
際
に
は
現
代
通
念
の
「
芸
術
」
概
念
と
し
て
普
及
し
て
い

る
と
い
え
る
。
一
方
、
「
美
術
」
が
、
現
代
通
念
の
「
造
形
芸
術
」
と
し
て
最
終
的
に
確
立
さ
れ

る
の
は
、
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
の
発
展
と
密
接
に
関
連
し
て
い
よ
う
。 

「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
は
、
中
国
古
代
か
ら
広
く
使
わ
れ
て
い
た
。
『
説
文
解
字
』
で
は
「
埶
」

（
藝
）
を
す
な
わ
ち
「
種
也
」
と
解
釈
し
て
い
る
１
８

。
こ
の
言
葉
は
明
ら
か
に
農
業
が
興
っ
た

早
期
の
古
代
社
会
に
生
ま
れ
、
作
物
を
植
え
る
技
能
、
技
術
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。
社

会
の
発
展
に
伴
い
、
「
藝
」
の
意
味
も
変
わ
っ
て
い
く
。
『
広
韻
』
祭
韻
に
は
、
「
藝
は
、
才
能
で

あ
る
。
（
藝
、
才
能
也
。
）
」
１
９

と
解
釈
す
る
。
清
代
の
学
者
段
玉
裁
は
、
「
儒
者
の
礼
、
楽
、
射
、

御
、
書
、
数
に
於
け
る
は
、
猶
ほ
農
者
の
樹
芸
の
ご
と
き
な
り
。
（
儒
者
之
於
禮
、
樂
、
射
、
御
、

書
、
數
、
猶
農
者
之
樹
藝
也
。
）
」
２
０

と
注
釈
し
た
。
古
代
中
国
に
は
「
六
芸
」
と
い
う
説
が
あ

り
、
礼
、
楽
、
射
、
御
、
書
、
数
を
合
わ
せ
て
「
六
芸
」
と
呼
ぶ
。
い
わ
ゆ
る
「
六
芸
」
の
「
芸
」

は
、
す
で
に
農
耕
生
活
の
「
芸
」
で
は
な
く
、
農
芸
よ
り
大
き
く
変
化
し
、
技
芸
に
ま
で
広
が

っ
て
い
る
。
「
術
」
の
字
は
、
『
説
文
解
字
』
に
、
「
行
に
従
ふ
、
術
の
声
、
邑
中
の
道
な
り
。
（
從 

行
、
術
聲
、
為
邑
中
道
也
。）
」
２
１

と
解
釈
す
る
。
こ
れ
が
基
本
的
な
意
味
で
あ
る
。
後
に
、
「
術
」

は
「
道
路
」
か
ら
経
路
・
方
法
・
手
段
に
派
生
し
た
。
『
礼
記
』
祭
統
に
は
、
「
恵
術
や
、
以
て

政
を
観
る
べ
し
。
（
恵
術
也
、
可
以
観
政
矣
。
）
」
と
あ
り
、
鄭
玄
は
「
術
は
、
猶
ほ
法
の
ご
と
き

な
り
。
（
術
、
猶
法
也
。
）
」
２
２

と
注
し
た
。 

南
朝
・
劉
宋
時
代
の
歴
史
家
で
あ
る
范
曄
が
著
し
た
『
後
漢
書
』
に
、
「
芸
」
と
「
術
」
の
連

用
例
が
初
め
て
現
れ
る
。 

「
永
和
元
年
、
無
忌
と
議
郎
の
黄
景
を
詔
し
、
中
書
五
経
、
諸
子
百
家
、
芸
術
を
校
定
す
。

（
永
和
元
年
、
詔
無
忌
與
議
郎
黃
景
、
校
定
中
書
五
經
、
諸
子
百
家
、
藝
術
。
）
」
２
３

と
あ
り
、

芸
術
は
「
五
経
」
や
「
諸
子
百
家
」
と
並
ぶ
門
類
と
さ
れ
た
。
李
賢
は
こ
れ
に
対
し
て
、
「
『
蓺

文
志
』
に
曰
く
、
諸
子
は
凡
そ
一
百
八
十
九
家
あ
り
、
百
家
と
言
ひ
、
そ
の
成
数
を
挙
ぐ
る
な

り
。
蓺
は
書
、
数
、
射
、
御
を
謂
ひ
、
術
は
医
、
方
、
卜
、
筮
を
謂
ふ
。
（
《
蓺
文
志
》
曰"

諸
子

凡
一
百
八
十
九
家"

、
言
百
家
、
舉
其
成
數
也
。
蓺
謂
書
、
數
、
射
、
御
、
術
謂
醫
、
方
、
卜
、

筮
。
）
」
２
４

と
注
釈
し
た
。 

六
芸
の
中
の
礼
と
楽
は
す
で
に
五
経
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
数
・
書
・
射
・

御
の
四
芸
だ
け
を
残
し
、
医
・
方
・
卜
・
筮
を
増
や
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
技
能
・
技
術
で

あ
る
。
現
代
の
「
芸
術
」
概
念
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。 

唐
『
晋
書
』
の
『
芸
術
伝
』
序
に
は
、
「
藝
術
の
興
り
は
、
由
來
尚
ぶ
な
り
。
（
藝
術
之
興
、 

由
來
尚
矣
。
）
」
２
５

と
あ
る
が
、
こ
の
「
芸
術
」
は
天
文
、
暦
法
、
陰
陽
、
卜
筮
、
幻
化
の
術
な

ど
を
指
し
て
お
り
、
実
際
に
も
何
ら
か
の
技
術
、
技
能
を
指
し
て
い
る
。 

つ
い
で
宋
代
の
鄭
樵
の
『
通
志
』
に
は
、
「
史
記
よ
り
司
馬
季
主
・
扁
鵲
倉
公
な
ど
の
伝
を
作

り
、
而
し
て
後
漢
は
之
に
因
り
、
遂
に
方
術
有
り
、
晋
・
周
・
隋
に
伝
へ
之
を
藝
術
と
謂
ひ
、

後
魏
は
之
を
術
藝
と
謂
ひ
、
北
齊
は
之
を
方
技
と
謂
ひ
、
今
、
春
秋
列
國
起
り
隋
ま
で
、
総
じ

て
之
を
藝
術
と
謂
ふ
。
（
自
史
記
作
司
馬
季
主
扁
鵲
倉
公
等
傳
、
而
後
漢
因
之
、
遂
有
方
術
、
傳

晉
周
隋
謂
之
藝
術
、
後
魏
謂
之
術
藝
、
北
齊
謂
之
方
技
、
今
起
春
秋
列
國
訖
隋
總
謂
之
藝
術
云
。
）」

２
６

と
あ
る
。 

「
芸
術
」
で
も
「
術
芸
」
で
も
、
方
技
、
方
術
と
並
ん
で
い
る
の
で
、
技
能
、
技
術
の
意
味

を
指
し
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
清
末
ま
で
の
長
い
間
、
特
に
日
本
の
名
詞
が
大
量
に
流
入
す
る
前
に
あ
っ
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て
は
、
「
芸
術
」
は
、
基
本
的
に
「
技
術
」
の
意
味
で
あ
っ
た
。
一
八
八
四
年
、
鄭
観
應
は
『
考

試
』
の
中
で
、
中
国
の
試
験
制
度
に
新
し
い
構
想
を
提
出
し
、
尚
且
つ
試
験
内
容
を
大
き
く
文

武
の
二
つ
に
分
け
る
と
主
張
し
た
。
文
は
中
国
と
西
洋
の
二
面
を
含
み
、
具
体
的
に
は
六
科
に

分
け
ら
れ
た
。
彼
は
、
「
そ
も
そ
も
文
学
は
そ
の
目
を
六
科
と
し
、
一
つ
は
文
学
科
で
あ
り
、
詩

文
、
詞
賦
、
章
奏
、
牋
啓
が
す
べ
て
こ
れ
に
属
す
。
一
つ
は
政
事
科
で
あ
り
、
吏
治
、
兵
刑
、

銭
穀
が
す
べ
て
こ
れ
に
属
す
。
一
つ
は
言
語
科
で
あ
り
、
各
国
の
言
語
文
字
、
律
例
、
公
法
、

条
約
、
交
渉
、
聘
問
が
す
べ
て
こ
れ
に
属
す
。
一
つ
は
格
致
科
で
あ
り
、
声
学
、
光
学
、
電
学
、

化
学
が
す
べ
て
こ
れ
に
属
す
。
一
つ
は
芸
術
科
で
あ
り
、
天
文
、
地
理
、
測
算
、
製
造
が
す
べ

て
こ
れ
に
属
す
。
一
つ
は
雑
学
科
で
あ
り
、
商
務
、
開
鉱
、
税
則
、
農
政
、
医
学
が
す
べ
て
こ

れ
に
属
す
。
（
凡
文
學
分
其
目
為
六
科
、
一
為
文
學
科
、
凡
詩
文
、
詞
賦
、
章
奏
、
牋
啓
之
類
皆

屬
焉
。
一
為
政
事
科
、
凡
吏
治
、
兵
刑
、
錢
谷
之
類
皆
屬
焉
。
一
為
言
語
科
、
凡
各
國
語
言
文

字
、
律
例
、
公
法
、
條
約
、
交
涉
、
聘
問
之
類
皆
屬
焉
。
一
為
格
致
科
、
凡
聲
學
、
光
學
、
電

學
、
化
學
之
類
皆
屬
焉
。
一
為
藝
術
科
、
凡
天
文
、
地
理
、
測
算
、
製
造
之
類
皆
屬
焉
。
一
為

雜
學
科
、
凡
商
務
、
開
礦
、
税
則
、
農
政
、
醫
學
之
類
皆
屬
焉
。
）
」
２
７

と
述
べ
た
。
こ
こ
の
芸

術
科
に
は
天
文
、
地
理
、
測
算
、
製
造
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
明
ら
か
に
「
技
能
」
「
技

術
」
の
意
味
で
あ
る
。 

一
八
七
七
年
、
黄
遵
憲
は
駐
日
本
大
使
館
参
讃
に
就
任
し
、
何
如
璋
に
随
行
し
日
本
に
渡
っ

た
。
当
時
の
日
本
は
明
治
維
新
に
当
た
り
、
一
八
七
九
年
に
黄
遵
憲
は
『
日
本
雑
事
詩
』
を
書

き
上
げ
、
そ
の
中
で
維
新
時
期
の
日
本
社
会
を
記
録
し
た
。
黄
氏
は
、
「
余
、
之
を
西
人
に
聞
く

に
、
欧
州
の
興
な
る
や
、
正
に
諸
国
の
鼎
峙
す
る
を
以
て
、
お
の
お
の
相
い
譲
ら
ず
、
芸
術
は

以
て
相
摩
し
て
善
く
、
武
備
は
以
て
相
い
競
争
し
て
強
く
、
物
産
は
以
て
相
通
ず
る
こ
と
無
き

有
り
、
以
て
地
の
利
を
尽
く
し
て
人
の
巧
を
奪
ふ
を
得
た
り
。
（
余
聞
之
西
人
、
歐
洲
之
興
也
、

正
以
諸
國
鼎
峙
、
各
不
相
讓
、
藝
術
以
相
摩
而
善
、
武
備
以
相
競
爭
而
強
、
物
産
以
有
無
相
通
、

得
以
盡
地
利
而
奪
人
巧
。
）
」
２
８

と
述
べ
て
い
る
。 

黄
遵
憲
は
『
日
本
雑
事
詩
』
に
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
「
武
備
」
と
対
比
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
「
芸
術
」
は
依
然
と
し
て
古
代
の
「
技
」、
「
技
術
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

一
八
九
七
年
、
張
元
済
は
通
芸
学
堂
を
創
設
し
、
開
設
し
た
課
程
は
、
英
語
の
ほ
か
、
主
に

「
文
学
門
」
と
「
芸
術
門
」
の
二
門
が
あ
る
。
文
学
門
に
は
、
「
輿
地
志
、
泰
西
近
史
、
名
学(

即

ち
弁
学)

、
計
学(

即
ち
理
財
学)

、
公
法
学
、
理
学(

即
ち
哲
学)

、
政
学(

西
名
波
立
特
〔
ポ
リ 

テ
ィ
ッ
ク
ス
〕)

、
教
化
学(

西
名
伊
特
斯)

、
人
種
論
」
が
あ
り
、
芸
術
門
に
は
、
「
算
学
、
幾 

何
（
即
ち
形
学
）
、
代
数
、
三
角
術
（
平
弧
並
課
）
、
化
学
、
格
物
学(

水
火
電
光
音
を
含
む)

、 

天
学(

歴
象
を
含
む)

、
地
学(

即
ち
地
質
学)

、
人
身
学
、
製
造
学(

気
機
線
路
を
含
む)

」
２
９

が

あ
る
。
学
科
と
し
て
の
「
芸
術
」
は
や
は
り
古
来
の
「
技
能
」
、
「
技
術
」
の
内
容
を
受
け
継
い 

で
お
り
、
現
代
通
念
の
「
芸
術
」
と
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

一
九
一
七
年
に
、
天
虹
一
友
３
０

は
『
学
芸
』
３
１

に
「
芸
術
浅
説
」
と
い
う
文
章
を
発
表
し
た
。

中
国
で
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
の
源
流
に
つ
い
て
述
べ
た
ほ
か
、
「
美
術
」
「
芸
術
」
と
い
う
二

つ
の
概
念
や
使
い
方
を
論
じ
た
。
あ
る
程
度
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
現
代
に
転
換
し
た
使
い
方
を

確
立
し
た
。
彼
は
、
「
芸
術
は
、
美
を
想
化
し
自
然
を
改
造
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
藝
術
者
、
美

的
想
化
之
改
造
自
然
也
。
）
」
と
い
い
、
「
芸
術
と
い
う
名
称
は
、
明
治
維
新
以
降
、
日
本
の
学
者

が
英
語
の

A
R
T

を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

A
R
T

は
、
広
義
に
言
う
に
す
ぎ
な
い
。
も

し
狭
義
で
あ
れ
ば

f
i
n
e
 
a
r
t

で
あ
り
、
思
う
に
広
狭
の
二
義
が
あ
る
。
各
国
の
文
は
多
く
分
け

て
示
し
て
い
る
。
東
洋
で
は
区
別
が
あ
り
、f

i
n
e
 
a
r
t

は
美
術
で
あ
る
。
長
い
間
に
互
い
に
使

っ
て
き
た
が
、
絶
対
的
な
妥
当
性
は
な
い
。
ま
こ
と
に
文
字
は
国
に
よ
っ
て
異
な
り
、
名
を
弁

別
し
義
を
正
し
く
す
る
。
真
に
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
広
狭
の
二
義
と
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
広
義
で
い
う
の
は
、
通
俗
で
人
間
に
存
在
す
る
、
道
徳
、
宗
教
、
政
治
、
科
学
、
実

業
を
い
う
。
そ
の
本
体
は
空
間
と
時
間
を
と
も
に
占
め
、
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
、
音
楽
、
文
学
、

演
劇
、
舞
踊
な
ど
、
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
。
狭
義
で
い
う
の
は
、
純
粋
で
、
わ
ず
か
に
空
間
を

占
め
る
も
の
だ
け
で
、
絵
画
、
雕
刻
、
建
築
で
あ
る
。(

注
：a

r
t

は
本
来
最
も
広
い
意
味
が
あ

り
、
一
般
的
な
機
械
の
活
動
や
製
作
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
芸
術
は
東
洋

で
は
工
技
と
し
か
呼
ば
れ
ず
、
芸
術
の
特
性
を
決
し
て
表
現
で
き
ず
、
徐
々
に
見
識
者
は
差
別

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
欠
い
て
い
る
。)

（
藝
術
之
名
、
乃
明
治
維
新
以
後
日
本
學
者

譯
自
英
文

A
R
T

者
也
。
然

A
R
T

者
、
不
過
就
廣
義
言
之
。 

若
從
狹
義
則
當
為

f
i
n
e
 
a
r
t

蓋
廣

 
 

狹
二
義
。
各
國
文
多
有
分
示
。
在
東
洋
則
有
別
、f

i
n
e
 
a
r
t

為
美
術
者
。 

雖
互
相
緣
用
已
久
、

究
非
絕
對
的
當
。
良
由
文
字
以
國
異
、
辯
名
正
義
。
誠
匪
易
焉
。
抑
所
謂
廣
狹
二
義
何
哉
。 

則

廣
義
云
者
、
通
俗
之
謂
其
存
立
於
人
間
、
為
對
於
道
德
、
宗
教
、
政
治
、
科
學
、
實
業
而
言
。

本
體
並
占
空
間
與
時
間
、
繪
畫
、
彫
刻
、
建
築
、
音
樂
、
文
學
、
演
劇
、
跳
舞
等
、
無
不
包
含

其
中
。
狹
義
云
者
、
純
粹
之
謂
、
則
僅
指
佔
空
間
者
而
言
、
繪
畫
、
彫
刻
、
建
築
、
是
也
。（
注
：

a
r
t

本
尚
有
最
廣
之
一
義
、
一
般
機
械
的
活
動
及
製
作
亦
包
含
其
中
。
惟
此
等
藝
術
、
在
東
洋
只

可
名
為
工
技
、
於
藝
術
特
性
絕
不
能
表
現
、
已
漸
為
識
者
所
歧
視
、
故
缺
之
。
）
」
３
２

と
指
摘 

し
た
。 

こ
の
言
論
に
よ
る
と
、
天
虹
一
友
は
「
美
術
」
と
「
芸
術
」
の
概
念
が
混
用
さ
れ
て
久
し
い

こ
と
を
明
確
に
説
明
し
、
「a

r
t

」
は
「
芸
術
」
に
、
「f

i
n
e
 
a
r
t

」
は
「
美
術
」
に
対
応
す
べ
き

で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
芸
術
は
広
義
に
は
、
時
間
と
空
間
を
兼
ね
備
え
た
概
念
で
あ
る

の
に
対
し
、
美
術
は
狭
義
で
、
空
間
属
性
の
み
を
備
え
た
概
念
で
あ
り
、
芸
術
と
い
う
広
い
概

念
の
中
に
美
術
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
疑
い
な
く
、
こ
の
観
点
の
提
起
は
明
ら

か
な
「
芸
術
」
「
美
術
」
概
念
の
応
用
と
、
「
美
術
」
を
造
形
芸
術
に
限
定
す
る
使
い
方
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
「
芸
術
」
と
「
美
術
」
は
天
虹
一
友
の
提
起
を
経
て
、
漢
字
表
記
や
概
念
が

明
ら
か
に
区
別
さ
れ
た
。
こ
の
後
、
一
九
一
八
年
、
呂
澂
の
「
美
術
革
命
」
は
『
新
青
年
』
第

六
巻
第
一
号
に
、
天
虹
一
友
と
同
じ
観
点
を
提
唱
し
た
。
そ
の
後
の
五
四
運
動
の
展
開
に
伴
い
、

こ
の
二
つ
の
言
葉
の
現
代
用
法
は
徐
々
に
社
会
に
広
ま
り
、
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
現
代
的
な
意
味
で
の
転
換
を
成
し
遂
げ
た
。 

「
美
術
」
、
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
「
書
法
は
美
術
で
あ
る
」

を
提
出
し
た
学
者
た
ち
の
言
う
「
美
術
」
の
立
場
を
具
体
的
に
考
察
す
る
。 

 二
、
王王
国国
維維
のの
場場
合合
にに
つつ
いい
てて 

王
国
維
（
一
八
七
七―

一
九
二
七
）
は
清
末
民
初
の
学
者
・
思
想
家
。
中
国
、
清
末
期
か
ら

中
華
民
国
初
頭
の
詩
人
、
学
者
。
字
は
静
安
。
号
は
観
堂
。
浙
江
省
海
寧
の
人
。
早
く
も
一
九

〇
一
年
、
王
国
維
は
『
日
本
地
理
志
』
を
訳
し
た
。
そ
の
中
に
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ

て
い
る
。 

「
奈
良
は
桓
武
帝
以
前
、
七
世
八
十
四
年
の
帝
都
の
地
で
、
今
な
お
南
都
と
呼
ば
れ
、
日
本

の
美
術
の
淵
源
の
地
で
あ
る
。…

東
大
寺
に
は
奈
良
の
著
名
な
大
仏
が
あ
り
、
坐
像
は
五
丈
三

尺
で
、
聖
武
帝
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
と
云
わ
れ
、
側
に
正
倉
院
が
あ
り
、
庫
に
は
千
年
余
り

の
珍
器
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。
（
奈
良
爲
桓
武
帝
以
前
七
世
八
十
四
年
帝
都
之
地
、
今
尚
稱
南
都
、

爲
日
本
美
術
淵
源
之
藪
。…

…

東
大
寺
有
奈
良
著
名
之
大
佛
、
五
丈
三
尺
之
坐
像
、
云
係
聖
武

帝
所
鑄
造
；
側
有
正
倉
院
、
庫
内
藏
一
千
餘
年
之
珍
器
。
）
」
３
３

と
あ
る
。 

原
文
は
「
奈
良
ハ
桓
武
帝
以
前
、
七
世
八
十
四
年
間
ノ
帝
都
タ
リ
シ
地
ニ
シ
テ
今
尚
ホ
南
都

卜
稱
シ
、
日
本
美
術
ノ
淵
源
地
タ
リ…

」
３
４

で
あ
る
。 

対
比
す
る
と
、
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
の
漢
字
表
記
は
完
全
に
一
致
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
意

味
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。 

王
国
維
は
訳
文
に
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
王
氏
自
身
の
文
章
で
は
、
「
美

術
」
と
い
う
言
葉
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
一
九
〇
四
年
に
著
し
た
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
』
（
《
叔
本
華
与
尼
采
》
）
で
、
「
美
術
と
い
う
も
の
は
、
静
観
の
中
で
得
ら

れ
た
実
念
に
よ
っ
て
、
一
物
に
寓
し
て
再
現
す
る
。
そ
の
寓
す
る
も
の
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る

の
は
、
彫
刻
、
絵
画
、
ま
た
は
詩
、
音
楽
で
あ
る
。
（
夫
美
術
者
、
實
以
靜
觀
中
所
得
之
實
念
、

寓
諸
一
物
焉
而
再
現
之
。
由
其
所
寓
之
物
之
區
別
、
而
或
謂
之
雕
刻
、
或
謂
之
繪
畫
、
或
謂
之

詩
歌
、
音
樂
。
）
」
３
５

と
述
べ
た
。 

同
年
、
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
と
そ
の
教
育
学
説
』
（
《
叔
本
華
之
哲
學
及
其
教
育
學

説
》
）
の
中
で
、
「
美
術
の
表
す
も
の
は
、
概
念
で
は
な
く
、
個
別
の
象
で
も
な
く
、
個
別
の
象

に
よ
っ
て
そ
の
物
の
一
種
の
全
体
を
代
表
す
る
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
実
念
が
こ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
直
観
で
こ
れ
を
得
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
建
築
、
彫
刻
、
図
画
、
音
楽
な
ど
は
、

全
て
わ
た
し
の
目
と
耳
に
訴
え
る
の
で
あ
る
。
（
美
術
上
之
所
表
者
、
則
非
概
念
、
又
非
個
象
、

而
以
個
象
代
表
其
物
之
一
種
之
全
體
、
即
上
所
謂
實
念
者
是
也
、
故
在
在
得
直
觀
之
。
如
建
築
、

雕
刻
、
圖
畫
、
音
樂
等
、
皆
呈
於
吾
人
之
耳
目
者
。
）
」
３
６

と
い
う
。 

ま
た
、
同
年
の
『
紅
楼
夢
評
論
』
と
い
う
文
章
で
、
「
我
々
は
し
ば
ら
く
こ
の
よ
う
な
標
準
を

−126−



 
 

狹
二
義
。
各
國
文
多
有
分
示
。
在
東
洋
則
有
別
、f

i
n
e
 
a
r
t

為
美
術
者
。 

雖
互
相
緣
用
已
久
、

究
非
絕
對
的
當
。
良
由
文
字
以
國
異
、
辯
名
正
義
。
誠
匪
易
焉
。
抑
所
謂
廣
狹
二
義
何
哉
。 

則

廣
義
云
者
、
通
俗
之
謂
其
存
立
於
人
間
、
為
對
於
道
德
、
宗
教
、
政
治
、
科
學
、
實
業
而
言
。

本
體
並
占
空
間
與
時
間
、
繪
畫
、
彫
刻
、
建
築
、
音
樂
、
文
學
、
演
劇
、
跳
舞
等
、
無
不
包
含

其
中
。
狹
義
云
者
、
純
粹
之
謂
、
則
僅
指
佔
空
間
者
而
言
、
繪
畫
、
彫
刻
、
建
築
、
是
也
。（
注
：

a
r
t

本
尚
有
最
廣
之
一
義
、
一
般
機
械
的
活
動
及
製
作
亦
包
含
其
中
。
惟
此
等
藝
術
、
在
東
洋
只

可
名
為
工
技
、
於
藝
術
特
性
絕
不
能
表
現
、
已
漸
為
識
者
所
歧
視
、
故
缺
之
。
）
」
３
２

と
指
摘 

し
た
。 

こ
の
言
論
に
よ
る
と
、
天
虹
一
友
は
「
美
術
」
と
「
芸
術
」
の
概
念
が
混
用
さ
れ
て
久
し
い

こ
と
を
明
確
に
説
明
し
、
「a

r
t

」
は
「
芸
術
」
に
、
「f

i
n
e
 
a
r
t

」
は
「
美
術
」
に
対
応
す
べ
き

で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
芸
術
は
広
義
に
は
、
時
間
と
空
間
を
兼
ね
備
え
た
概
念
で
あ
る

の
に
対
し
、
美
術
は
狭
義
で
、
空
間
属
性
の
み
を
備
え
た
概
念
で
あ
り
、
芸
術
と
い
う
広
い
概

念
の
中
に
美
術
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
疑
い
な
く
、
こ
の
観
点
の
提
起
は
明
ら

か
な
「
芸
術
」
「
美
術
」
概
念
の
応
用
と
、
「
美
術
」
を
造
形
芸
術
に
限
定
す
る
使
い
方
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
「
芸
術
」
と
「
美
術
」
は
天
虹
一
友
の
提
起
を
経
て
、
漢
字
表
記
や
概
念
が

明
ら
か
に
区
別
さ
れ
た
。
こ
の
後
、
一
九
一
八
年
、
呂
澂
の
「
美
術
革
命
」
は
『
新
青
年
』
第

六
巻
第
一
号
に
、
天
虹
一
友
と
同
じ
観
点
を
提
唱
し
た
。
そ
の
後
の
五
四
運
動
の
展
開
に
伴
い
、

こ
の
二
つ
の
言
葉
の
現
代
用
法
は
徐
々
に
社
会
に
広
ま
り
、
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
現
代
的
な
意
味
で
の
転
換
を
成
し
遂
げ
た
。 

「
美
術
」
、
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
「
書
法
は
美
術
で
あ
る
」

を
提
出
し
た
学
者
た
ち
の
言
う
「
美
術
」
の
立
場
を
具
体
的
に
考
察
す
る
。 

 二
、
王王
国国
維維
のの
場場
合合
にに
つつ
いい
てて 

王
国
維
（
一
八
七
七―

一
九
二
七
）
は
清
末
民
初
の
学
者
・
思
想
家
。
中
国
、
清
末
期
か
ら

中
華
民
国
初
頭
の
詩
人
、
学
者
。
字
は
静
安
。
号
は
観
堂
。
浙
江
省
海
寧
の
人
。
早
く
も
一
九

〇
一
年
、
王
国
維
は
『
日
本
地
理
志
』
を
訳
し
た
。
そ
の
中
に
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ

て
い
る
。 

「
奈
良
は
桓
武
帝
以
前
、
七
世
八
十
四
年
の
帝
都
の
地
で
、
今
な
お
南
都
と
呼
ば
れ
、
日
本

の
美
術
の
淵
源
の
地
で
あ
る
。…

東
大
寺
に
は
奈
良
の
著
名
な
大
仏
が
あ
り
、
坐
像
は
五
丈
三

尺
で
、
聖
武
帝
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
と
云
わ
れ
、
側
に
正
倉
院
が
あ
り
、
庫
に
は
千
年
余
り

の
珍
器
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。
（
奈
良
爲
桓
武
帝
以
前
七
世
八
十
四
年
帝
都
之
地
、
今
尚
稱
南
都
、

爲
日
本
美
術
淵
源
之
藪
。…

…

東
大
寺
有
奈
良
著
名
之
大
佛
、
五
丈
三
尺
之
坐
像
、
云
係
聖
武

帝
所
鑄
造
；
側
有
正
倉
院
、
庫
内
藏
一
千
餘
年
之
珍
器
。
）
」
３
３

と
あ
る
。 

原
文
は
「
奈
良
ハ
桓
武
帝
以
前
、
七
世
八
十
四
年
間
ノ
帝
都
タ
リ
シ
地
ニ
シ
テ
今
尚
ホ
南
都

卜
稱
シ
、
日
本
美
術
ノ
淵
源
地
タ
リ…

」
３
４

で
あ
る
。 

対
比
す
る
と
、
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
の
漢
字
表
記
は
完
全
に
一
致
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
意

味
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。 

王
国
維
は
訳
文
に
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
王
氏
自
身
の
文
章
で
は
、
「
美

術
」
と
い
う
言
葉
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
一
九
〇
四
年
に
著
し
た
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
』
（
《
叔
本
華
与
尼
采
》
）
で
、
「
美
術
と
い
う
も
の
は
、
静
観
の
中
で
得
ら

れ
た
実
念
に
よ
っ
て
、
一
物
に
寓
し
て
再
現
す
る
。
そ
の
寓
す
る
も
の
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る

の
は
、
彫
刻
、
絵
画
、
ま
た
は
詩
、
音
楽
で
あ
る
。
（
夫
美
術
者
、
實
以
靜
觀
中
所
得
之
實
念
、

寓
諸
一
物
焉
而
再
現
之
。
由
其
所
寓
之
物
之
區
別
、
而
或
謂
之
雕
刻
、
或
謂
之
繪
畫
、
或
謂
之

詩
歌
、
音
樂
。
）
」
３
５

と
述
べ
た
。 

同
年
、
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
と
そ
の
教
育
学
説
』
（
《
叔
本
華
之
哲
學
及
其
教
育
學

説
》
）
の
中
で
、
「
美
術
の
表
す
も
の
は
、
概
念
で
は
な
く
、
個
別
の
象
で
も
な
く
、
個
別
の
象

に
よ
っ
て
そ
の
物
の
一
種
の
全
体
を
代
表
す
る
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
実
念
が
こ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
直
観
で
こ
れ
を
得
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
建
築
、
彫
刻
、
図
画
、
音
楽
な
ど
は
、

全
て
わ
た
し
の
目
と
耳
に
訴
え
る
の
で
あ
る
。
（
美
術
上
之
所
表
者
、
則
非
概
念
、
又
非
個
象
、

而
以
個
象
代
表
其
物
之
一
種
之
全
體
、
即
上
所
謂
實
念
者
是
也
、
故
在
在
得
直
觀
之
。
如
建
築
、

雕
刻
、
圖
畫
、
音
樂
等
、
皆
呈
於
吾
人
之
耳
目
者
。
）
」
３
６

と
い
う
。 

ま
た
、
同
年
の
『
紅
楼
夢
評
論
』
と
い
う
文
章
で
、
「
我
々
は
し
ば
ら
く
こ
の
よ
う
な
標
準
を
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も
っ
て
、
我
が
国
の
美
術
を
観
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
美
術
中
に
あ
っ
て
は
、
詩
歌
、
戲
曲
、

小
説
を
そ
の
頂
点
に
置
く
の
は
、
そ
の
目
的
が
人
生
を
描
く
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
吾
人

且
持
此
標
準
、
以
觀
我
國
之
美
術
。
而
美
術
中
以
詩
歌
、
戲
曲
、
小
說
為
其
頂
點
、
以
其
目
的

在
描
寫
人
生
故
。
）
３
７

」
と
述
べ
た
。 

一
九
〇
七
年
の
『
古
雅
の
美
学
に
お
け
る
位
置
』
（
《
古
雅
之
在
美
学
上
之
位
置
》
）
と
い
う
文

章
で
は
、
王
国
維
は
文
章
の
冒
頭
で
ま
ず
美
術
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
、
「
美
術
な
る
も
の
は
天

才
の
製
作
で
あ
る
。
（
美
術
者
天
才
之
製
作
也
）
」
と
述
べ
た
。
続
け
て
、
「
美
術
の
種
類
に
つ
い

て
言
え
ば
、
建
築
、
彫
刻
、
音
楽
の
美
は
形
式
に
あ
り
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
論
ず
る
ま
で
も
な

い
。
図
画
、
詩
歌
の
美
が
材
質
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
も
、
こ
れ
ら
の
材
質
が
美
の
情
感
を
喚
起

す
る
の
に
適
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
も
ま
た
形
式
の
一
つ
と
見
な
せ
る
。
（
就

美
術
之
種
類
言
之
、
則
建
築
、
雕
刻
、
音
樂
之
美
之
存
於
形
式
、
固
不
俟
論
、
即
圖
畫
、
詩
歌

之
美
之
兼
存
於
材
質
之
意
義
者
、
亦
以
此
等
材
質
適
於
喚
起
美
情
故
、
故
亦
得
視
為
一
種
之
形

式
焉
。
）
」
３
８

と
い
っ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
言
説
を
分
析
す
る
と
、
王
国
維
の
い
う
「
美
術
」
は
表
現
・
実
念
・
直
観
・
美
な

ど
の
属
性
が
備
わ
っ
て
い
る
。
分
類
か
ら
見
る
と
、
彼
は
彫
刻
、
絵
画
、
戯
曲
、
小
説
、
音
楽

を
合
わ
せ
て
「
美
術
」
と
称
し
、
今
日
の
「
造
形
芸
術
」
に
限
定
さ
れ
た
使
い
方
と
は
異
な
っ

て
い
る
の
で
、
現
代
の
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
と
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

王
国
維
が
い
う
「
美
術
」
は
、
「
芸
術
」
の
意
味
で
あ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。 

し
か
し
、
王
国
維
は
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
同
じ
文
章
の
中
で
、

「
芸
術
」
と
「
美
術
」
を
併
用
す
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
『
紅
楼
夢
評
論
』
で
、
「
そ
れ
ゆ

え
、
美
術
と
い
う
も
の
は
、
欲
す
る
者
は
観
ず
、
観
る
者
は
欲
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、

芸
術
の
美
が
自
然
の
美
に
優
れ
る
理
由
は
、
全
て
人
間
に
た
や
す
く
物
と
我
と
の
関
係
を
忘
れ

さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
（
故
美
術
之
為
物
、
欲
者
不
観
、
観
者
不
欲
。

而
藝
術
之
美
所
以
优
于
自
然
之
美
者
、
全
存
于
使
人
易
忘
物
我
之
关
系
也
。
）
」
３
９

と
述
べ
た
。 

こ
こ
で
の
「
芸
術
」
は
「
自
然
」
に
対
比
す
る
言
葉
で
あ
り
、
「
人
工
」
の
意
味
を
強
調
す
る

こ
と
か
ら
、
現
代
の
意
味
の
「
芸
術
」
と
は
異
な
る
４
０

。
こ
の
よ
う
な
使
い
方
は
『
古
雅
の
美

学
に
お
け
る
位
置
』
と
い
う
文
章
に
現
れ
て
い
る
。 

「
前
者
（
優
美
）
は
、
一
つ
の
物
の
形
式
に
よ
っ
て
吾
人
の
利
害
に
関
わ
る
こ
と
な
く
、
遂

に
吾
人
に
利
害
の
念
を
忘
れ
さ
せ
、
全
力
で
精
神
的
に
そ
の
物
の
形
に
浸
る
。
自
然
と
芸
術
に

お
け
る
普
通
の
美
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
類
で
あ
る
。
後
者
（
宏
壮
）
は
、
即
ち
一
つ
の
物
の
形

式
に
よ
っ
て
、
吾
人
の
知
力
に
及
ぶ
範
囲
を
超
え
る
、
あ
る
い
は
そ
の
形
式
が
吾
人
に
と
っ
て

か
な
り
不
利
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
人
力
に
対
抗
で
き
な
い
と
思
い
、
す
る
と
吾
人
は
自

ら
の
本
能
を
保
存
し
、
遂
に
利
害
の
観
念
を
超
え
て
、
そ
の
物
の
形
式
を
達
観
す
る
。
自
然
の

中
の
高
山
、
大
川
、
激
し
い
風
、
雷
雨
な
ど
の
如
き
、
芸
術
に
お
け
る
偉
大
な
宮
室
、
悲
惨
な

彫
刻
、
歴
史
画
、
戯
曲
、
小
説
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
。
（
前
者
（
優
美
）
由
一
物
件
之
形
式
不
關

於
吾
人
之
利
害
、
遂
使
吾
人
忘
利
害
之
念
、
而
以
精
神
之
全
力
沉
浸
於
此
物
件
之
形
式
中
。
自

然
及
藝
術
中
普
通
之
美
、
皆
此
類
也
。
後
者
（
宏
壯
）
則
由
一
物
件
之
形
式
、
超
乎
吾
人
知
力

所
能
馭
之
範
圍
、
或
其
形
式
大
不
利
於
吾
人
、
而
又
覺
其
非
人
力
所
能
抗
、
於
是
吾
人
保
存
自

己
之
本
能
、
遂
超
乎
利
害
之
觀
念
外
、
而
達
觀
其
物
件
之
形
式
。 

如
自
然
中
之
高
山
、
大
川
、

烈
風
、
雷
雨
、
藝
術
中
之
偉
大
宮
室
、
悲
慘
之
雕
刻
象
、
歷
史
畫
、
戲
曲
、
小
説
等
皆
是
也
。

４
１

）
」 

こ
こ
で
は
建
築
、
彫
刻
、
歴
史
画
、
戯
曲
、
小
説
な
ど
を
「
芸
術
」
の
範
疇
に
入
れ
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
「
自
然
」
に
対
比
し
て
、
「
人
工
」
の
意
味
を
強
調
し
て
い
る
。 

ま
た
、
『
東
山
雑
記
』
の
中
で
、
「
ま
た
、
古
代
に
は
撮
影
の
術
、
印
刷
の
法
、
流
伝
の
道
が

な
く
、
た
だ
釈
文
に
頼
る
の
み
で
あ
る
。…

…

今
で
は
簡
牘
は
西
に
去
り
、
印
は
も
と
東
か
ら

来
た
り
て
、
そ
れ
は
読
き
解
く
こ
と
が
で
き
、
長
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
、
殆
ん
ど
原
物
と
異

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
た
今
日
の
芸
術
の
進
歩
で
あ
っ
て
古
人
に
と
っ
て
は
あ
り
得
な
い
こ
と

で
あ
る
。
（
又
古
代
未
有
攝
影
之
術
、
印
刷
之
法
、
流
傳
之
道
、
唯
賴
釋
文
。…

…

今
則
簡
牘
西

去
、
印
本
東
来
、
其
可
讀
可
釈
、
可
久
可
傳
、
殆
无
异
于
原
物
。
此
又
今
日
藝
術
之
進
步
而
為

古
人
所
不
可
遇
者
也
。
）
４
２

」
と
い
う
。 

こ
の
芸
術
は
撮
影
の
術
、
印
刷
の
法
、
流
伝
の
道
と
対
応
し
て
お
り
、
現
代
芸
術
の
意
味
で

は
な
く
、
方
法
・
技
術
の
意
味
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 

以
上
の
「
芸
術
」
の
使
い
方
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
王
国
維
の
言
う
「
芸
術
」
は
現
代
の
意

味
で
の
「
芸
術
」
で
は
な
く
、
「
人
工
」
の
意
味
を
強
調
し
て
お
り
、
古
代
の
「
技
術
」
の
意
味

で
の
「
芸
術
」
に
近
い
。 

陳
振
濂
は
、
『
美
術
研
究
』
二
〇
〇
三
年
第
四
期
と
二
〇
〇
四
年
第
一
期
で
発
表
し
た
『
「
美

術
」
語
源
考―

―

「
美
術
」
訳
語
引
進
史
研
究
』
の
中
で
、
「
（
王
国
維
は
）
ど
の
よ
う
な
時
に

「
芸
術
」
を
用
い
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
「
美
術
」
を
用
い
る
の
か
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
王
国
維
は
「
芸
術
」
を
あ
ま
り
使
わ
ず
、
習
慣
的
に
「
美
術
」
を
多
く
使
っ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
訳
語
が
初
期
の
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
学
術
発
展
の
面
で
は
、

こ
の
よ
う
な
不
安
定
は
正
常
で
あ
る
。
（
什
么
時
候
用
“
藝
術
”
指
代
、 

什
么
情
形
用
“
美
術
”

指
代
、 

并
无
一
定
。
但
王
国
維
很
少
用
“
藝
術
”
而
多
習
慣
于
用
“
美
術
” 

。
从
中
可
以
看

出
一
个
譚
語
在
早
期
的
不
隠
定
状
態
。
在
学
術
発
展
上
説
、 

這
种
不
隠
定
是
正
常
的
。
）
４
３

」

と
考
え
て
い
る
が
、
筆
者
の
考
察
に
よ
る
と
、
王
国
維
の
言
う
「
美
術
」
と
「
芸
術
」
に
は
す

べ
て
異
な
る
意
味
が
あ
り
、
混
用
し
て
い
な
い
。 

従
っ
て
、
王
国
維
が
言
う
「
こ
れ
は
低
い
レ
ベ
ル
（
低
度
）
の
美
術(

書
法
な
ど)

が
特
に
優

れ
て
い
る
（
此
以
低
度
之
美
術
（
如
法
書
等
）
為
尤
甚
。
４
４

）
」
の
「
美
術
」
は
、
よ
り
広
い
「
芸

術
」
の
概
念
で
あ
り
、
二
つ
の
言
葉
は
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
解
せ
る
。
一
方
、

王
国
維
の
用
語
を
見
る
と
、
彼
は
書
法
を
美
術
（=

現
代
の
意
味
の
芸
術
）
の
範
疇
に
入
れ
、
芸 

術
（
王
国
維
の
い
う
芸
術
）
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
か
っ
た
の
は
、
王
国
維
の
書
法
に
対
す
る

立
場
を
反
映
し
て
い
る
。
書
法
を
技
能
と
し
て
見
な
さ
ず
、
芸
術(

現
代
的
な
意
味)

に
お
け
る

書
法
の
地
位
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 三三
、、
梁梁
啓啓
超超
のの
場場
合合
にに
つつ
いい
てて  

梁
啓
超
（
一
八
七
三―

一
九
二
九
）
、
清
末
民
初
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
改
良
主
義
者
、
学
者
。
号
は

任
公
ま
た
は
飲
冰
室
主
人
。
広
東
省
新
会
県
の
人
。 

一
八
九
八
年
、
梁
啓
超
は
日
本
柴
四
郎
著
の
『
佳
人
奇
遇
』
を
翻
訳
し
た
。
こ
の
本
は
梁
啓

超
が
政
治
小
説
を
翻
訳
し
た
初
の
実
践
で
あ
り
、
晩
清
政
治
小
説
を
翻
訳
す
る
幕
開
け
で
あ
る
。

そ
の
中
に
、
「
亦
以
為
突
厥
之
禁
美
術
醫
術
、
窒
塞
聰
明
。
」
４
５

と
あ
り
、
美
術
と
医
術
が
並
列

さ
れ
る
が
、
こ
の
美
術
は
、
技
術
の
意
味
で
あ
る
。 

一
九
〇
一
年
九
月
三
日
付
『
清
議
報
』
が
梁
啓
超
の
「
中
国
史
叙
論
」
を
掲
載
し
、
そ
の
中

に
、
「
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
埃
猛
埒
済
氏
（G

e
o
r
g
 
S
i
m
m
e
l

）
が
言
う
に
、
人
間
の
発
達
に
は
凡
そ

五
種
類
の
相
が
あ
る
。
一
つ
目
は
智
力 

(

理
学
と
智
識
の
進
歩
は
す
べ
て
こ
の
門
に
属
す)

、
二

つ
目
は
産
業
、
三
つ
目
は
美
術
（
凡
そ
高
等
技
術
の
進
歩
は
す
べ
て
こ
の
門
に
属
す
）
、
四
つ
目

は
宗
教
、
五
つ
目
は
政
治
で
あ
る
。
（
德
國
哲
學
家
埃
猛
埒
濟
氏
曰
、
人
間
之
發
達
凡
有
五
種
相
。

一
曰
智
力
（
理
學
及
智
識
之
進
步
皆
歸
此
門
）
、
二
曰
産
業
、
三
曰
美
術
（
凡
高
等
技
術
之
進
步

皆
歸
此
門
）
、
四
曰
宗
教
、
五
曰
政
治
。
）
」
４
６

と
あ
る
。 

梁
啓
超
は
専
ら
「
美
術
」
と
は
何
か
を
注
釈
し
た
。
彼
は
高
等
技
術
を
「
美
術
」
と
認
識
し
、

こ
れ
は
伝
統
の
「
技
術
」
や
「
技
芸
」
を
意
味
し
て
い
る
。 

翌
年
、
梁
啓
超
の
美
術
に
対
す
る
認
識
が
変
わ
っ
て
き
た
。
『
中
国
地
理
大
勢
論
』
（
一
九
〇

二
年
）
と
い
う
文
章
で
、
「
五
、
美
術
音
楽―

―

わ
が
中
国
は
書
法
を
一
つ
の
美
術
と
し
て
い
る
、

そ
れ
故
に
千
年
以
上
に
わ
た
り
、
こ
の
学
は
盛
ん
に
大
国
と
な
っ
た
。
（
五
、
美
術
音
樂—

—

吾
中

國
以
書
法
為
一
美
術
、
故
千
餘
年
來
、
此
學
蔚
為
大
國
焉
。
）
」
４
７

と
い
っ
て
い
る
。 

続
い
て
、
梁
啓
超
は
書
法
、
絵
画
、
音
楽
の
南
北
の
違
い
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
た
。
こ

こ
で
梁
氏
は
美
術
と
音
楽
を
一
節
に
ま
と
め
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
分
け
て
話
し

て
い
る
。
美
術
と
音
楽
は
同
じ
属
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
異
な
る
種
類
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
ま
た
梁
氏
の
言
う
美
術
に
は
少
な
く
と
も
書
法
と
絵
画
が
含
ま
れ
て
い
る
と
判
断
で
き

る
。 一

九
二
二
年
八
月
十
三
日
、
梁
啓
超
は
上
海
美
術
専
門
学
校
で
「
美
術
と
生
活
」
と
い
う
講

演
を
行
い
、
彼
は
、
「
専
門
に
仕
事
を
す
る
の
に
各
人
の
感
覚
器
官
を
刺
激
し
て
鈍
ら
せ
な
い
よ

う
誘
発
す
る
こ
と
に
便
利
な
道
具
（
利
器
）
は
、
文
学
、
音
楽
、
美
術
の
三
つ
で
あ
る
。
（
專
從

事
誘
發
以
刺
激
各
人
器
官
不
使
之
鈍
的
有
三
種
利
器
一
是
文
學
、
二
是
音
樂
、
三
是
美
術
。
）
」

４
８

と
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
文
学
、
音
楽
、
美
術
が
並
列
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

ま
た
、
「
美
術
の
中
で
最
も
主
要
な
一
派
は
、
自
然
の
美
を
描
く
こ
と
で
あ
る…

…
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以
上
の
「
芸
術
」
の
使
い
方
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
王
国
維
の
言
う
「
芸
術
」
は
現
代
の
意

味
で
の
「
芸
術
」
で
は
な
く
、
「
人
工
」
の
意
味
を
強
調
し
て
お
り
、
古
代
の
「
技
術
」
の
意
味

で
の
「
芸
術
」
に
近
い
。 

陳
振
濂
は
、
『
美
術
研
究
』
二
〇
〇
三
年
第
四
期
と
二
〇
〇
四
年
第
一
期
で
発
表
し
た
『
「
美

術
」
語
源
考―

―
「
美
術
」
訳
語
引
進
史
研
究
』
の
中
で
、
「
（
王
国
維
は
）
ど
の
よ
う
な
時
に

「
芸
術
」
を
用
い
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
「
美
術
」
を
用
い
る
の
か
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
王
国
維
は
「
芸
術
」
を
あ
ま
り
使
わ
ず
、
習
慣
的
に
「
美
術
」
を
多
く
使
っ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
訳
語
が
初
期
の
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
学
術
発
展
の
面
で
は
、

こ
の
よ
う
な
不
安
定
は
正
常
で
あ
る
。
（
什
么
時
候
用
“
藝
術
”
指
代
、 

什
么
情
形
用
“
美
術
”

指
代
、 

并
无
一
定
。
但
王
国
維
很
少
用
“
藝
術
”
而
多
習
慣
于
用
“
美
術
” 

。
从
中
可
以
看

出
一
个
譚
語
在
早
期
的
不
隠
定
状
態
。
在
学
術
発
展
上
説
、 

這
种
不
隠
定
是
正
常
的
。
）
４
３

」

と
考
え
て
い
る
が
、
筆
者
の
考
察
に
よ
る
と
、
王
国
維
の
言
う
「
美
術
」
と
「
芸
術
」
に
は
す

べ
て
異
な
る
意
味
が
あ
り
、
混
用
し
て
い
な
い
。 

従
っ
て
、
王
国
維
が
言
う
「
こ
れ
は
低
い
レ
ベ
ル
（
低
度
）
の
美
術(

書
法
な
ど)

が
特
に
優

れ
て
い
る
（
此
以
低
度
之
美
術
（
如
法
書
等
）
為
尤
甚
。
４
４

）
」
の
「
美
術
」
は
、
よ
り
広
い
「
芸

術
」
の
概
念
で
あ
り
、
二
つ
の
言
葉
は
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
解
せ
る
。
一
方
、

王
国
維
の
用
語
を
見
る
と
、
彼
は
書
法
を
美
術
（=

現
代
の
意
味
の
芸
術
）
の
範
疇
に
入
れ
、
芸 

術
（
王
国
維
の
い
う
芸
術
）
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
か
っ
た
の
は
、
王
国
維
の
書
法
に
対
す
る

立
場
を
反
映
し
て
い
る
。
書
法
を
技
能
と
し
て
見
な
さ
ず
、
芸
術(

現
代
的
な
意
味)

に
お
け
る

書
法
の
地
位
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 三三
、、
梁梁
啓啓
超超
のの
場場
合合
にに
つつ
いい
てて  

梁
啓
超
（
一
八
七
三―

一
九
二
九
）
、
清
末
民
初
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
改
良
主
義
者
、
学
者
。
号
は

任
公
ま
た
は
飲
冰
室
主
人
。
広
東
省
新
会
県
の
人
。 

一
八
九
八
年
、
梁
啓
超
は
日
本
柴
四
郎
著
の
『
佳
人
奇
遇
』
を
翻
訳
し
た
。
こ
の
本
は
梁
啓

超
が
政
治
小
説
を
翻
訳
し
た
初
の
実
践
で
あ
り
、
晩
清
政
治
小
説
を
翻
訳
す
る
幕
開
け
で
あ
る
。

そ
の
中
に
、
「
亦
以
為
突
厥
之
禁
美
術
醫
術
、
窒
塞
聰
明
。
」
４
５

と
あ
り
、
美
術
と
医
術
が
並
列

さ
れ
る
が
、
こ
の
美
術
は
、
技
術
の
意
味
で
あ
る
。 

一
九
〇
一
年
九
月
三
日
付
『
清
議
報
』
が
梁
啓
超
の
「
中
国
史
叙
論
」
を
掲
載
し
、
そ
の
中

に
、
「
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
埃
猛
埒
済
氏
（G

e
o
r
g
 
S
i
m
m
e
l

）
が
言
う
に
、
人
間
の
発
達
に
は
凡
そ

五
種
類
の
相
が
あ
る
。
一
つ
目
は
智
力 

(

理
学
と
智
識
の
進
歩
は
す
べ
て
こ
の
門
に
属
す)

、
二

つ
目
は
産
業
、
三
つ
目
は
美
術
（
凡
そ
高
等
技
術
の
進
歩
は
す
べ
て
こ
の
門
に
属
す
）
、
四
つ
目

は
宗
教
、
五
つ
目
は
政
治
で
あ
る
。
（
德
國
哲
學
家
埃
猛
埒
濟
氏
曰
、
人
間
之
發
達
凡
有
五
種
相
。

一
曰
智
力
（
理
學
及
智
識
之
進
步
皆
歸
此
門
）
、
二
曰
産
業
、
三
曰
美
術
（
凡
高
等
技
術
之
進
步

皆
歸
此
門
）
、
四
曰
宗
教
、
五
曰
政
治
。
）
」
４
６

と
あ
る
。 

梁
啓
超
は
専
ら
「
美
術
」
と
は
何
か
を
注
釈
し
た
。
彼
は
高
等
技
術
を
「
美
術
」
と
認
識
し
、

こ
れ
は
伝
統
の
「
技
術
」
や
「
技
芸
」
を
意
味
し
て
い
る
。 

翌
年
、
梁
啓
超
の
美
術
に
対
す
る
認
識
が
変
わ
っ
て
き
た
。
『
中
国
地
理
大
勢
論
』
（
一
九
〇

二
年
）
と
い
う
文
章
で
、
「
五
、
美
術
音
楽―

―

わ
が
中
国
は
書
法
を
一
つ
の
美
術
と
し
て
い
る
、

そ
れ
故
に
千
年
以
上
に
わ
た
り
、
こ
の
学
は
盛
ん
に
大
国
と
な
っ
た
。
（
五
、
美
術
音
樂—

—

吾
中

國
以
書
法
為
一
美
術
、
故
千
餘
年
來
、
此
學
蔚
為
大
國
焉
。
）
」
４
７

と
い
っ
て
い
る
。 

続
い
て
、
梁
啓
超
は
書
法
、
絵
画
、
音
楽
の
南
北
の
違
い
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
た
。
こ

こ
で
梁
氏
は
美
術
と
音
楽
を
一
節
に
ま
と
め
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
分
け
て
話
し

て
い
る
。
美
術
と
音
楽
は
同
じ
属
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
異
な
る
種
類
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
ま
た
梁
氏
の
言
う
美
術
に
は
少
な
く
と
も
書
法
と
絵
画
が
含
ま
れ
て
い
る
と
判
断
で
き

る
。 一

九
二
二
年
八
月
十
三
日
、
梁
啓
超
は
上
海
美
術
専
門
学
校
で
「
美
術
と
生
活
」
と
い
う
講

演
を
行
い
、
彼
は
、
「
専
門
に
仕
事
を
す
る
の
に
各
人
の
感
覚
器
官
を
刺
激
し
て
鈍
ら
せ
な
い
よ

う
誘
発
す
る
こ
と
に
便
利
な
道
具
（
利
器
）
は
、
文
学
、
音
楽
、
美
術
の
三
つ
で
あ
る
。
（
專
從

事
誘
發
以
刺
激
各
人
器
官
不
使
之
鈍
的
有
三
種
利
器
一
是
文
學
、
二
是
音
樂
、
三
是
美
術
。
）
」

４
８

と
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
文
学
、
音
楽
、
美
術
が
並
列
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

ま
た
、
「
美
術
の
中
で
最
も
主
要
な
一
派
は
、
自
然
の
美
を
描
く
こ
と
で
あ
る…

…

一
枚
の
名

−129−



 
 

画
が
あ
り
、
一
度
見
て
か
ら
も
う
一
度
見
る
。
こ
の
よ
う
な
画
の
存
在
は
、
私
の
趣
味
を
永
遠

に
存
在
さ
せ
て
く
れ
る…

…

こ
れ
は
美
術
が
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
趣
味
の
第
一
要
件
で
あ

る
。
（
美
術
中
最
主
要
的
一
派
、 

是
描
寫
自
然
之
美…

…

一
幅
名
畫
在
此
、
看
一
回
便
復
現
一

回
、
這
畫
存
在
、
我
的
趣
味
便
永
遠
存
在…

…

這
是
美
術
給
我
們
趣
味
的
第
一
件
。
）
」
４
９

と

述
べ
た
。
こ
の
「
美
術
」
は
特
に
絵
画
を
挙
げ
て
い
る
。 

し
か
も
梁
啓
超
が
「
芸
術
」
を
使
い
な
が
ら
、
ま
た
同
じ
文
章
で
「
芸
術
」
と
「
美
術
」
を

併
用
す
る
用
例
も
あ
る
。 

一
九
二
二
年
四
月
十
五
日
に
北
京
美
術
学
校
で
行
っ
た
「
美
術
と
科
学
」
と
い
う
講
演
で
は
、

「
美
術
」
と
「
芸
術
」
を
同
時
に
使
用
し
て
い
る
。
文
章
の
冒
頭
で
梁
啓
超
は
ま
ず
美
術
と
科

学
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
。 

「
美
術
は
情
感
の
産
物
で
あ
り
、
科
学
は
理
性
の
産
物
で
あ
る
。
二
つ
の
こ
と
は
ま
る
で
相

容
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
暖
か
い
阿
特

a
r

t

先
生
が
冷
た
い
賽
因
士
の
息
子
を
育
て
る
の

か
。
そ
の
間
の
因
果
関
係
の
研
究
は
と
て
も
興
味
が
あ
る
。
（
美
術
是
情
感
的
産
物
、
科
學
是
理

性
的
産
物
、
兩
件
事
很
像
不
相
容
、
為
什
麼
這
位
暖
和
和
的
阿
特
先
生
會
養
出
一
位
冷
冰
冰
的

賽
因
士
兒
子
、
其
間
因
果
關
係
研
究
起
來
很
有
興
味
。
）
」
５
０ 

こ
の
「
阿
特
」
は
、
即
ち
「a

r
t

」
、
現
代
の
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
に
対
応
し
、
「
賽
因
士
」

は
即
ち
「s

c
i
e
n
c
e

」
、
科
学
に
対
応
す
る
。
梁
啓
超
が
「
美
術
」
を
「a

r
t

」
に
対
応
し
た
の
は
、

美
術
と
芸
術
の
翻
訳
を
混
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
が
、
彼
の
記
述
か
ら
見
る
と
、
一
定
の
区

別
が
あ
る
。
梁
氏
は
、
「
真
の
芸
術
作
品
は
、
事
物
の
特
性
を
描
く
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
が
、

特
性
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
か
ら
、
ひ
た
す
ら
分
析
に
よ
る
観
察
の
手
間
を
か
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
（
真
正
的
藝
術
作
品
、
最
要
緊
的
是
描
寫
出
事
物
的
特
性
、
然
而
特
性
各
各
不
同
、

非
經
一
番
分
析
的
觀
察
工
夫
不
可
。
）
」
５
１

、
さ
ら
に
「
美
術
家
の
観
察
は
周
到
で
精
密
に
行

う
だ
け
で
な
く
、
最
も
重
要
な
の
は
深
さ
で
あ
る
。
（
美
術
家
的
觀
察
不
但
以
周
偏
精
密
的
能
事
、

最
重
要
的
是
深
刻
。
）
」
５
２

と
述
べ
て
い
る
。 

梁
啓
超
の
目
は
、
美
術
と
芸
術
の
違
い
に
お
い
て
、
美
術
が
芸
術
よ
り
も
細
か
い
観
察
活
動

に
向
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
美
術
家
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
は
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ

（
達
溫
奇
）
を
例
に
挙
げ
、
芸
術
家
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
は
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
（
莫
伯
三
）

を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
画
家
で
あ
り
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
は
作

家
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
絵
画
は
美
術
に
属
し
、
文
学
は
芸
術
に
属
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
梁
啓
超
の
美
術
、
芸
術
に
対
す
る
認
識
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
よ
う
。 

こ
の
よ
う
な
理
解
は
梁
啓
超
の
他
の
文
章
に
も
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
二
年
の
清

華
大
学
で
の
講
演
「
中
国
韻
文
里
頭
所
表
現
的
情
感
」
で
は
、
「
情
感
教
育
の
最
大
の
利
器
は
芸

術
で
あ
る
。
音
楽
、
美
術
、
文
学
、
こ
の
三
つ
の
宝
物
（
情
感
教
育
最
大
的
利
器
就
是
藝
術
。

音
樂
、
美
術
、
文
學
這
三
件
法
寶
）
」
５
３

と
語
っ
た
。
梁
氏
の
目
に
は
音
楽
、
美
術
、
文
学
が

「
芸
術
」
の
範
疇
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
同
年
、
詩
学
研
究
会
で
の
「
情
聖

杜
甫
」
と
い
う
講
演
で
は
、
「
文
字
で
表
現
さ
れ
た
芸
術―

―

詩
詞
、
歌
劇
、
小
説
な
ど
の
類
。

（
用
文
字
表
出
來
的
藝
術—

—

如
詩
詞
歌
劇
小
説
等
類 

。
）
」
５
４

と
語
っ
た
。
こ
の
「
芸
術
」
に
、

詩
詞
、
歌
劇
、
小
説
な
ど
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

一
九
二
七
年
、
清
華
大
学
で
行
っ
た
「
書
法
指
導
」
と
い
う
講
演
で
は
、
「
美
術
と
し
て
、
世

界
で
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
図
画
、
彫
刻
、
建
築
の
三
種
類
で
、
中
国
で
は
こ
の
ほ
か
に
も
う

一
つ
、
写
字
が
あ
る
。
（
美
術
、
世
界
所
公
認
的
為
圖
畫
、
雕
刻
、
建
築
三
種;

中
國
於
這
三
種

之
外
、
還
有
一
種
、
就
是
寫
字
。
）
」
５
５

と
あ
る
。 

こ
の
講
演
で
は
、
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
が
「
美
術
」
に
属
し
、
「
美
術
」
の
範
疇
に
文
学
や
音

楽
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
「
美
術
」
は
す
で
に
造
形
芸
術
に
限
ら
れ
た
用
法
と
い

え
る
。
後
文
に
、
「
模
倣
と
創
造
と
い
う
問
題
は
、
単
に
写
字
だ
け
で
な
く
、
討
論
も
必
要
で
あ

る
。
あ
ら
ゆ
る
美
術
そ
の
他
の
芸
術
の
大
部
分
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
（
模
仿
與
創
造
、
這
個

問
題
、
不
單
在
寫
字
方
面
、
要
費
討
論
、
就
是
一
切
美
術
及
其
他
藝
術
的
大
部
分
、
都
成
為
一

種
問
題
。
５
６

）
」
と
あ
る
。
「
美
術
」
と
「
芸
術
」
が
同
時
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
二
つ
の
概
念

を
明
確
に
区
別
し
て
用
い
て
い
る
。 

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
梁
啓
超
は
二
十
年
弱
の
間
に
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
理
解

が
変
化
し
た
。
二
十
世
紀
初
期
で
は
「
美
術
」
に
「
技
術
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、

一
九
二
二
年
前
後
ま
で
に
、
は
っ
き
り
と
し
た
「
造
形
芸
術
」
の
立
場
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

A
r
t

は
「
美
術
」
に
対
応
す
る
が
、
梁
啓
超
は
美
術
・
芸
術
の
概
念
や
分
類
に
対
し
て
明
確
に

区
別
し
て
用
い
て
い
る
。
「
美
術
」
は
「
芸
術
」
の
範
疇
に
属
す
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
と
い

う
の
も
分
類
か
ら
見
る
と
、
一
九
二
二
年
以
降
、
梁
啓
超
の
美
術
に
対
す
る
理
解
は
、
現
代
の

「
造
形
芸
術
」
上
の
用
法
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
言
う
書
法
は
美
術

で
あ
る
と
い
う
命
題
は
、
書
法
の
芸
術
性
質
を
肯
定
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
尚
且
つ
造
形
芸

術
に
立
脚
し
た
認
識
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 四四
、、
鄧鄧
以以
蟄蟄
のの
場場
合合
にに
つつ
いい
てて  

鄧
以
蟄
（
一
八
九
二―

一
九
七
三
）
、
字
は
叔
存
、
安
徽
懷
寧
の
人
。
鄧
石
如
の
五
世
の
孫
。

現
代
中
国
の
美
学
者
で
あ
り
、
同
時
代
の
著
名
な
美
学
者
宗
白
華
と
「
南
宗
北
鄧
」
と
称
え
ら

れ
る
。 

鄧
以
蟄
は
、
「
美
術
」
、
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
が
既
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
著
述
の

中
で
は
、
「
芸
術
」
を
多
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
民
衆
的
芸
術
」
（
一
九
二
八
年
）
で
は
、
「
人

と
私
の
感
情
を
結
び
つ
け
る
仕
事
が
生
み
出
す
も
の
は
芸
術
で
な
い
も
の
は
な
い
。
（
人
与
我 

的
感
情
結
合
起
来
的
工
作
所
産
生
出
来
的
无
往
而
不
是
藝
術
。
）
」
５
７

と
あ
り
、
「
画
理
探
微
」 

５
８

で
は
「
故
に
芸
術
は
人
類
の
美
感
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
故
藝
術
為
人
類
美
感
之
表

現
。
）
」
５
９

と
指
摘
し
た
。
鄧
氏
の
言
う
「
芸
術
」
は
、
も
は
や
「
技
術
」
「
技
能
」
の
影
が
全
く

な
く
、
今
日
の
「
芸
術
」
概
念
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

分
類
か
ら
見
る
と
、
鄧
氏
は
「
詩
与
歴
史
」
（
一
九
二
六
年
）
に
、
「
音
楽
や
絵
画
な
ど
の
芸

術
の
表
現
は
、
た
だ
全
体
へ
の
印
象
で
あ
り
、
断
片
の
事
跡
で
は
な
い
。
（
音
楽
絵
画
等
藝
術
的

表
現
、
只
是
整
个
的
印
象
、
不
是
片
断
的
事
迹
。
）
」
６
０

と
述
べ
、
「
戯
劇
和
道
徳
的
進
化
」
（
一

九
二
六
年
）
に
、
「
芸
術
に
お
け
る
人
事
と
の
関
係
が
最
も
密
接
な
も
の
は
戯
劇
で
あ
る
。
絵
画

を
描
く
に
は
色
と
線
の
ほ
か
、
人
間
の
純
粋
な
感
情
を
加
え
る
だ
け
で
着
手
で
き
る
。
音
楽
に

は
音
の
高
低
や
緩
急
な
変
化
が
あ
れ
ば
、
人
間
の
感
情
に
同
じ
よ
う
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
音

楽
と
い
う
芸
術
も
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
藝
術
中
算
戯
劇
与
人
事
关
系
最
密
切
了
、
絵
図

只
要
顔
色
線
条
、
再
加
上
人
類
的
純
粹
的
感
情
、
就
可
以
开
工
了
、
音
楽
只
要
有
声
音
高
低
緩

急
的
変
化
、
照
様
的
供
給
人
類
的
感
情
使
用
、
音
楽
這
項
藝
術
也
就
有
把
握
了
。
）
」
６
１

と
述
べ

た
。 鄧

氏
の
芸
術
分
類
に
対
す
る
理
解
に
は
、
少
な
く
と
も
音
楽
、
絵
画
、
戯
劇
が
芸
術
の
範
疇

に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
の
芸
術
分
類
と
符
合
す
る
。 

「
中
国
芸
術
的
発
展
」
（
年
代
不
詳
）
で
は
、
「
美
術
」
を
使
わ
ず
「
芸
術
」
を
使
う
理
由
を

明
確
に
述
べ
て
い
る
。
「
中
国
芸
術
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
。
戦
国
以
前
は
、
静
の
図
案
か
ら
動

の
写
実
へ
、
す
な
わ
ち
「
静
」
か
ら
「
動
」
へ
、
で
あ
る
。
戦
国
以
降
は
、
生
き
生
き
と
し
た

動
物
か
ら
気
韻
が
生
き
生
き
と
し
た
自
然
へ
、
す
な
わ
ち
「
生
き
生
き
と
し
た
」
か
ら
「
生
き

生
き
と
し
た
気
韻
」
へ
、
で
あ
る
。
再
度
全
体
を
ま
と
め
る
と
、
す
な
わ
ち
工
芸
か
ら
美
術
へ
、

で
あ
る
。(

こ
の
文
章
が
美
術
を
用
い
ず
芸
術
を
用
い
る
の
は
、
全
体
に
つ
い
て
言
う
か
ら
で
あ

る
。)

（
中
国
藝
術
的
発
展
過
程
：
戦
国
以
前
、
是
由
静
的
図
案
到
動
的
写
実
、
即
由
“
静
”
到

“
動
”
；
戦
国
以
后
、
則
由
生
動
的
動
物
到
气
韵
生
動
的
自
然
、
即
由
“
生
動
”
到
“
气
韵
生
動
”
。

再
整
个
地
総
結
一
下
、
就
是
：
从
工
藝
到
美
術
。
（
此
文
用
藝
術
而
不
用
美
術
、
就
是
就
整
个
而

言
。）
」
６
２ 

こ
の
一
文
は
、
「
芸
術
」
は
広
い
分
類
と
し
て
美
術
を
含
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
鄧
氏
の
「
美

術
」
と
「
芸
術
」
に
対
す
る
使
い
方
は
、
非
常
に
明
確
で
あ
る
と
い
え
る
。 

書
法
を
論
じ
る
「
書
法
之
欣
賞
」
は
、「
美
術
」
を
多
用
す
る
。 

「
わ
が
国
の
書
法
は
美
術
の
一
種
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
し
か
も
純
美
術
で
あ
り
、
芸
術
の

最
高
の
境
地
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
美
術
に
は
二
種
類
し
か
な
い
。
一
つ
は
工
芸

美
術
、
い
わ
ゆ
る
装
飾
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
純
粋
美
術
で
あ
る
。
純
粋
美
術
は
ま
っ
た
く
の

性
霊
の
自
由
表
現
に
よ
る
美
術
で
あ
り
、
例
え
ば
書
画
が
こ
れ
に
属
す
。
（
吾
国
書
法
不
独
為
美

術
之
一
种
、
而
且
為
純
美
術
、
為
藝
術
之
最
高
境
。
何
者
、
美
術
不
外
两
种
：
一
為
工
藝
美
術
、

所
謂
装
飾
是
也
、
一
為
純
粹
美
術
。
純
粹
美
術
者
完
全
出
諸
性
灵
之
自
由
表
現
之
美
術
也
、
若

書
画
属
之
矣
。
）
」
６
３ 

こ
の
一
文
は
一
九
三
七
年
に
発
表
さ
れ
た
。
五
四
運
動
に
よ
る
「
美
術
」
、
「
芸
術
」
の
語
義

の
提
唱
か
ら
二
十
年
近
く
が
経
っ
て
い
る
。
当
時
、
鄧
以
蟄
が
こ
の
二
つ
言
葉
を
使
用
し
た
時
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A
r
t

は
「
美
術
」
に
対
応
す
る
が
、
梁
啓
超
は
美
術
・
芸
術
の
概
念
や
分
類
に
対
し
て
明
確
に

区
別
し
て
用
い
て
い
る
。
「
美
術
」
は
「
芸
術
」
の
範
疇
に
属
す
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
と
い

う
の
も
分
類
か
ら
見
る
と
、
一
九
二
二
年
以
降
、
梁
啓
超
の
美
術
に
対
す
る
理
解
は
、
現
代
の

「
造
形
芸
術
」
上
の
用
法
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
言
う
書
法
は
美
術

で
あ
る
と
い
う
命
題
は
、
書
法
の
芸
術
性
質
を
肯
定
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
尚
且
つ
造
形
芸

術
に
立
脚
し
た
認
識
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 四四
、、
鄧鄧
以以
蟄蟄
のの
場場
合合
にに
つつ
いい
てて  

鄧
以
蟄
（
一
八
九
二―

一
九
七
三
）
、
字
は
叔
存
、
安
徽
懷
寧
の
人
。
鄧
石
如
の
五
世
の
孫
。

現
代
中
国
の
美
学
者
で
あ
り
、
同
時
代
の
著
名
な
美
学
者
宗
白
華
と
「
南
宗
北
鄧
」
と
称
え
ら

れ
る
。 

鄧
以
蟄
は
、
「
美
術
」
、
「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
が
既
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
著
述
の

中
で
は
、
「
芸
術
」
を
多
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
民
衆
的
芸
術
」
（
一
九
二
八
年
）
で
は
、
「
人

と
私
の
感
情
を
結
び
つ
け
る
仕
事
が
生
み
出
す
も
の
は
芸
術
で
な
い
も
の
は
な
い
。
（
人
与
我 

的
感
情
結
合
起
来
的
工
作
所
産
生
出
来
的
无
往
而
不
是
藝
術
。
）
」
５
７

と
あ
り
、
「
画
理
探
微
」 

５
８

で
は
「
故
に
芸
術
は
人
類
の
美
感
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
故
藝
術
為
人
類
美
感
之
表

現
。
）
」
５
９

と
指
摘
し
た
。
鄧
氏
の
言
う
「
芸
術
」
は
、
も
は
や
「
技
術
」
「
技
能
」
の
影
が
全
く

な
く
、
今
日
の
「
芸
術
」
概
念
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

分
類
か
ら
見
る
と
、
鄧
氏
は
「
詩
与
歴
史
」
（
一
九
二
六
年
）
に
、
「
音
楽
や
絵
画
な
ど
の
芸

術
の
表
現
は
、
た
だ
全
体
へ
の
印
象
で
あ
り
、
断
片
の
事
跡
で
は
な
い
。
（
音
楽
絵
画
等
藝
術
的

表
現
、
只
是
整
个
的
印
象
、
不
是
片
断
的
事
迹
。
）
」
６
０

と
述
べ
、
「
戯
劇
和
道
徳
的
進
化
」
（
一

九
二
六
年
）
に
、
「
芸
術
に
お
け
る
人
事
と
の
関
係
が
最
も
密
接
な
も
の
は
戯
劇
で
あ
る
。
絵
画

を
描
く
に
は
色
と
線
の
ほ
か
、
人
間
の
純
粋
な
感
情
を
加
え
る
だ
け
で
着
手
で
き
る
。
音
楽
に

は
音
の
高
低
や
緩
急
な
変
化
が
あ
れ
ば
、
人
間
の
感
情
に
同
じ
よ
う
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
音

楽
と
い
う
芸
術
も
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
藝
術
中
算
戯
劇
与
人
事
关
系
最
密
切
了
、
絵
図

只
要
顔
色
線
条
、
再
加
上
人
類
的
純
粹
的
感
情
、
就
可
以
开
工
了
、
音
楽
只
要
有
声
音
高
低
緩

急
的
変
化
、
照
様
的
供
給
人
類
的
感
情
使
用
、
音
楽
這
項
藝
術
也
就
有
把
握
了
。
）
」
６
１

と
述
べ

た
。 鄧

氏
の
芸
術
分
類
に
対
す
る
理
解
に
は
、
少
な
く
と
も
音
楽
、
絵
画
、
戯
劇
が
芸
術
の
範
疇

に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
の
芸
術
分
類
と
符
合
す
る
。 

「
中
国
芸
術
的
発
展
」
（
年
代
不
詳
）
で
は
、
「
美
術
」
を
使
わ
ず
「
芸
術
」
を
使
う
理
由
を

明
確
に
述
べ
て
い
る
。
「
中
国
芸
術
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
。
戦
国
以
前
は
、
静
の
図
案
か
ら
動

の
写
実
へ
、
す
な
わ
ち
「
静
」
か
ら
「
動
」
へ
、
で
あ
る
。
戦
国
以
降
は
、
生
き
生
き
と
し
た

動
物
か
ら
気
韻
が
生
き
生
き
と
し
た
自
然
へ
、
す
な
わ
ち
「
生
き
生
き
と
し
た
」
か
ら
「
生
き

生
き
と
し
た
気
韻
」
へ
、
で
あ
る
。
再
度
全
体
を
ま
と
め
る
と
、
す
な
わ
ち
工
芸
か
ら
美
術
へ
、

で
あ
る
。(

こ
の
文
章
が
美
術
を
用
い
ず
芸
術
を
用
い
る
の
は
、
全
体
に
つ
い
て
言
う
か
ら
で
あ

る
。)

（
中
国
藝
術
的
発
展
過
程
：
戦
国
以
前
、
是
由
静
的
図
案
到
動
的
写
実
、
即
由
“
静
”
到

“
動
”
；
戦
国
以
后
、
則
由
生
動
的
動
物
到
气
韵
生
動
的
自
然
、
即
由
“
生
動
”
到
“
气
韵
生
動
”
。

再
整
个
地
総
結
一
下
、
就
是
：
从
工
藝
到
美
術
。
（
此
文
用
藝
術
而
不
用
美
術
、
就
是
就
整
个
而

言
。）
」
６
２ 

こ
の
一
文
は
、
「
芸
術
」
は
広
い
分
類
と
し
て
美
術
を
含
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
鄧
氏
の
「
美

術
」
と
「
芸
術
」
に
対
す
る
使
い
方
は
、
非
常
に
明
確
で
あ
る
と
い
え
る
。 

書
法
を
論
じ
る
「
書
法
之
欣
賞
」
は
、「
美
術
」
を
多
用
す
る
。 

「
わ
が
国
の
書
法
は
美
術
の
一
種
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
し
か
も
純
美
術
で
あ
り
、
芸
術
の

最
高
の
境
地
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
美
術
に
は
二
種
類
し
か
な
い
。
一
つ
は
工
芸

美
術
、
い
わ
ゆ
る
装
飾
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
純
粋
美
術
で
あ
る
。
純
粋
美
術
は
ま
っ
た
く
の

性
霊
の
自
由
表
現
に
よ
る
美
術
で
あ
り
、
例
え
ば
書
画
が
こ
れ
に
属
す
。
（
吾
国
書
法
不
独
為
美

術
之
一
种
、
而
且
為
純
美
術
、
為
藝
術
之
最
高
境
。
何
者
、
美
術
不
外
两
种
：
一
為
工
藝
美
術
、

所
謂
装
飾
是
也
、
一
為
純
粹
美
術
。
純
粹
美
術
者
完
全
出
諸
性
灵
之
自
由
表
現
之
美
術
也
、
若

書
画
属
之
矣
。
）
」
６
３ 

こ
の
一
文
は
一
九
三
七
年
に
発
表
さ
れ
た
。
五
四
運
動
に
よ
る
「
美
術
」
、
「
芸
術
」
の
語
義

の
提
唱
か
ら
二
十
年
近
く
が
経
っ
て
い
る
。
当
時
、
鄧
以
蟄
が
こ
の
二
つ
言
葉
を
使
用
し
た
時
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に
は
、
す
で
に
十
分
に
成
熟
し
て
い
よ
う
。
「
美
術
」
、
「
芸
術
」
が
同
時
に
現
れ
て
い
る
が
、
区

別
も
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
。
鄧
氏
の
言
論
か
ら
見
る
と
、
彼
は
美
術
を
細
分
化
す
る
だ
け
で

な
く
、
書
法
を
装
飾
的
な
意
味
か
ら
切
り
離
し
、
自
由
な
表
現
と
し
、
美
術
の
一
種
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
る
。
こ
の
認
識
は
書
法
の
美
的
性
質
を
更
に
高
め
、
完
全
な
芸
術
表
現
に
近
い
位

置
に
定
め
た
。
し
か
し
、
彼
が
書
法
に
対
し
て
芸
術
を
使
わ
ず
に
美
術
を
使
う
こ
と
は
、
書
法

に
対
す
る
理
解
が
梁
啓
超
と
同
様
に
造
形
芸
術
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
が
、
そ

の
程
度
が
異
な
り
、
造
形
芸
術
に
限
ら
れ
た
純
粋
な
芸
術
表
現
に
傾
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 終終
わわ
りり
にに  

王
国
維
、
梁
啓
超
、
鄧
以
蟄
、
こ
の
三
人
の
言
説
か
ら
見
る
と
、
い
ず
れ
も
書
法
を
美
術
の

範
疇
に
入
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。 

王
国
維
の
言
う
「
美
術
」
は
、
広
い
意
味
で
の
「
芸
術
」
と
同
じ
で
、
彼
の
言
う
「
芸
術
」

は
古
典
的
な
「
技
術
」
、
「
技
芸
」
の
意
味
に
近
い
。
よ
っ
て
王
国
維
が
書
法
を
美
術
の
一
種
と

す
る
の
は
、
広
い
芸
術
の
立
場
に
立
っ
て
語
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
美
術
」
と
い

う
言
葉
が
中
国
に
伝
わ
っ
た
初
期
の
使
い
方
は
、
未
だ
曖
昧
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
五
四
運
動
の
頃
に
は
、
「
美
術
」
、
「
芸
術
」
の
現
在
一
般
的
に
普
及
し
た
用
法
が
次
第
に
普

及
し
て
き
た
。
王
国
維
と
比
べ
て
、
梁
氏
は
「a
r
t

」
を
美
術
と
い
う
言
葉
に
対
応
さ
せ
た
が
、

彼
の
言
う
「
美
術
」
は
現
在
一
般
的
に
普
及
し
た
「
美
術
」
の
意
味
、
使
い
方
と
同
じ
で
あ
り
、

「
芸
術
」
、
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
梁
啓
超

は
書
法
を
造
形
芸
術
の
立
場
に
身
を
置
い
て
話
し
た
も
の
で
あ
る
。
鄧
以
蟄
の
時
代
に
は
、
既

に
二
つ
の
言
葉
の
使
用
の
区
別
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
彼
の
言
う
書
法
は
美
術
で
あ

り
、
し
か
も
純
粋
美
術
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
梁
啓
超
よ
り
一
歩
進
ん
で
お
り
、
造
形
芸
術

に
限
ら
れ
た
純
芸
術
表
現
と
な
っ
た
。 

以
上
、
三
人
の
学
者
が
書
法
を
美
術
の
範
疇
に
入
れ
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
今
後
は
、

書
法
を
美
術
の
範
疇
に
入
れ
る
そ
の
根
拠
な
ど
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、 

 

引
き
続
き
研
究
を
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。 
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【
注
】 

１ 
 
 
 

華
僑
「
紫
陽
真
人
内
傳
」
、
『
道
藏
』
第
五
冊
、
上
海
書
店
、
一
九
九
四
年
、
第
五
百
四

十
三
頁
。 

２ 
 
 
 

葉
向
高
『
蒼
霞
草
』
巻
十
二
、
明
万
暦
刻
本
。 

３ 
 
 
 

弘
昼
「
七
品
」
、
『
稽
古
斎
全
集
』
（
巻
五
・
雑
著
）
、
四
庫
未
収
本
編
集
委
員
会
編
『
四

庫
未
収
本
編
集
刊
』
（
第
九
編
）
北
京
出
版
社
、
第
十
四
頁
。 

４ 
 
 
 

北
澤
憲
昭
と
佐
藤
道
信
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
日
本
政
府
が
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
へ
参

加
す
る
際
に
訳
し
た
「
美
術
」
を
最
初
の
登
場
と
す
る
。
北
澤
憲
昭
『
眼
の
神
殿―

「
美
術
」
受
容
史
ノ
ー
ト
』
美
術
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
同
『
境
界
の
美
術
史―

「
美
術
」
形
成
史
ノ
ー
ト
』
株
式
会
社
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
〇
年
、
佐
藤
道
信

『
〈
日
本
美
術
〉
誕
生 

近
代
日
本
の
「
こ
と
ば
」
と
戦
略
』
講
談
社
、
一
九
九
六
年
、

同
『
明
治
国
家
と
近
代
美
術―

美
の
政
治
学―
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
な
ど

を
参
照
し
た
。 

５ 
 
 
 

一
八
八
〇
年
、
李
筱
圃
は
自
費
で
日
本
を
遊
歴
し
、
長
崎
、
神
戸
、
大
阪
、
京
都
、
横

浜
、
東
京
な
ど
を
相
次
い
で
訪
れ
、
『
日
本
紀
遊
』
を
著
し
た
。
林
暁
照
の
考
察
に
よ

る
と
、
近
代
的
な
意
味
で
の
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
の
初
出
は
清
人
李
筱
圃
が
書
い

た
『
日
本
紀
遊
』
に
あ
る
。
日
記
に
よ
る
と
、
一
八
八
〇
年
五
月
二
十
五
日
、
李
筱

圃
は
日
本
の
友
人
と
上
野
博
物
院
を
訪
れ
た
。
「
上
野
博
物
院
は
、
別
名
は
美
術
会
と

呼
ば
れ
、
絹
本
山
水
が
大
幅
で
四
つ
あ
り
、
款
識
は
ま
だ
ら
に
な
っ
て
弁
別
で
き
ず
、

色
が
古
く
て
蒼
茫
た
る
、
標
識
は
元
の
人
の
作
と
曰
う
。
ま
た
、
沈
南
苹
の
条
幅
が

十
枚
余
り
あ
り
、
翎
毛
、
鶴
鹿
、
花
卉
、
木
石
、
す
べ
て
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。

宋
徽
宗
『
白
鳩
』
、
仇
十
洲
『
璇
璣
圖
』
、
『
豳
風
圖
』
、
『
文
姫
帰
漢
』
、
『
胡
笳
十
八
拍

圖
』
、
唐
伯
虎
、
祝
枝
山
『
仙
女
』
、
『
釣
翁
』
の
ほ
か
、
山
水
、
人
物
の
各
作
品
が
非

常
に
多
く
、
み
な
中
国
の
有
名
人
の
筆
で
あ
る
。
（
上
野
博
物
院
又
名
美
術
會
、
有
絹

本
山
水
四
大
幅
、
款
俱
駁
落
莫
辨
、
古
色
蒼
茫
、
標
識
曰
元
人
作
。 

又
沈
南
蘋
大
條

幅
十
餕
、
翎
毛
、
鶴
鹿
、
花
卉
、
木
石
、
俱
極
生
動
。 

他
如
宋
徽
宗
《
白
鴿
》
、
仇

 

十
洲
《
璇
璣
圖
》
、
《
豳
風
圖
》
、
《
文
姬
歸
漢
》
、
《
胡
笳
十
八
拍
圖
》
、
唐
伯
虎
、
祝
枝

山
《
仙
女
》
、
《
釣
翁
》
、
此
外
山
水
、
人
物
各
件
甚
多
、
皆
中
國
名
人
之
筆
。 

）
」
と

あ
る
。
こ
の
一
文
の
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
は
上
野
博
物
院
の
名
称
と
し
て
出
て
き

た
だ
け
で
、
詳
細
な
分
類
の
記
録
で
は
な
い
が
、
李
氏
の
記
述
か
ら
見
る
と
、
美
術

と
絵
画
が
結
び
つ
い
て
お
り
、
確
か
に
近
代
的
な
意
味
の
「
美
術
」
で
あ
る
。
李
筱

圃
『
日
本
紀
遊
』
、
鍾
叔
河
主
編
『
走
向
世
界
叢
書
』
、
岳
麓
書
社
、
一
九
八
五
年
、

第
一
七
四
頁
。 

６ 
 
 
 

『
実
学
報
』
は
一
八
九
七
年
八
月
二
十
八
日
に
上
海
で
創
刊
さ
れ
た
旬
刊
で
あ
る
。
一

八
九
八
年
一
月
三
日
第
十
四
巻
ま
で
出
版
さ
れ
た
後
、
休
刊
と
な
っ
た
。
『
実
学
報
』

は
文
理
総
合
刊
行
物
で
、
晩
清
政
治
、
文
化
、
科
学
技
術
な
ど
を
研
究
す
る
上
で
の

資
料
で
あ
る
。 

h
t
t
p
s
:
/
/
b
a
i
k
e
.
b
a
i
d
u
.
c
o
m
/
i
t
e
m
/
%
E
5
%
A
E
%
9
E
%
E
5
%
A
D
%
A
6
%
E
6
%
8
A
%
A
5
 

７ 
 
 
 

『
時
務
報
』
は
一
八
九
六
年
八
月
九
日
に
汪
康
年
・
梁
啓
超
・
黄
遵
憲
ら
に
よ
っ
て
上

海
で
創
刊
出
版
さ
れ
た
旬
刊
で
あ
る
。
戊
戌
変
法
の
間
、
光
緒
帝
は
『
時
務
報
』
を

官
報
に
改
め
、
康
有
為
を
監
督
に
命
じ
た
。
一
八
九
八
年
八
月
八
日
に
休
刊
し
、
計

六
九
期
を
出
し
た
。
『
時
務
報
』
は
時
事
政
治
類
刊
行
物
に
属
し
、
晩
清
維
新
変
法
を

研
究
す
る
重
要
な
典
籍
で
あ
る
。 

h
t
t
p
s
:
/
/
e
l
i
b
.
n
b
l
i
b
.
c
n
/
S
S
O
/
g
o
t
o
/
1
3
4
/
+
+
9
b
m
a
j
r
x
9
b
n
l
/
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
/
l
i
t

e
r
a
t
u
r
e
/
2
a
d
b
2
d
a
5
d
8
f
9
4
c
d
8
7
7
c
e
7
d
c
9
3
c
4
3
7
1
a
8
 

８ 
 
 
 

『
政
芸
通
報
』
は
一
九
〇
二
年
二
月
二
十
二
日
に
上
海
で
創
刊
さ
れ
た
半
月
刊
。
一
九

〇
八
年
三
月
に
月
刊
に
変
更
さ
れ
、
そ
の
後
二
期
を
刊
行
し
休
刊
し
た
、
政
芸
通
報

社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
『
政
芸
通
報
』
は
総
合
的
な
刊
行
物
で
あ
り
、
中
国
近
現
代
の

歴
史
、
政
治
、
実
業
、
技
芸
な
ど
を
研
究
す
る
重
要
な
資
料
で
あ
る
。 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
c
n
b
k
s
y
.
c
o
m
/
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
/
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
/
3
5
f
3
b
0
b
0
e
d
a
e
1
0
4
3
6
c

8
1
d
6
b
7
0
8
b
4
1
a
c
a
 

９ 
 
 
 

『
北
洋
官
報
』
は
清
末
に
創
設
さ
れ
た
、
最
も
早
く
最
も
影
響
力
の
あ
る
地
方
政
府
官
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報
で
、
発
行
者
は
北
洋
官
報
局
で
あ
る
。
一
九
〇
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
一
九
〇

四
年
二
月
十
五
日
ま
で
隔
日
に
発
行
さ
れ
、
一
九
〇
四
年
二
月
十
六
日
か
ら
は
毎
日

出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
一
一
年
五
月
、
『
北
洋
公
報
』
に
変
更
さ
れ
、
一

九
一
二
年
五
月
に
休
刊
し
た
。
総
合
刊
行
物
で
あ
る
。 

h
t
t
p
s
:
/
/
e
l
i
b
.
n
b
l
i
b
.
c
n
/
S
S
O
/
g
o
t
o
/
1
3
4
/
+
+
9
b
m
a
j
r
x
9
b
n
l
/
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
/
l
i
t

e
r
a
t
u
r
e
/
2
3
3
e
f
a
f
e
2
d
f
2
a
d
a
8
2
4
4
3
6
4
f
5
e
6
c
e
0
9
8
b
 

１
０ 

 
 

『
外
交
報
』
は
外
交
刊
行
物
で
あ
る
。
一
九
〇
一
年
十
一
月
に
創
刊
さ
れ
た
旬
刊
で
あ

る
。
一
九
一
〇
年
十
二
月
に
休
刊
。
外
交
新
聞
総
発
行
所
に
よ
っ
て
編
集
・
発
行
し
、

出
版
地
は
上
海
に
あ
る
。 

h
t
t
p
s
:
/
/
e
l
i
b
.
n
b
l
i
b
.
c
n
/
S
S
O
/
g
o
t
o
/
1
3
4
/
+
+
9
b
m
a
j
r
x
9
b
n
l
/
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
/
l
i
t

e
r
a
t
u
r
e
/
6
c
2
7
6
5
3
4
8
6
4
5
a
3
7
4
2
6
0
f
f
2
7
b
1
c
2
e
8
6
2
b
 

１
１ 

 
 

『
経
世
文
潮
』
は
一
九
〇
三
年
六
月
二
十
五
日
に
創
刊
さ
れ
、
諸
暨
の
趙
氏
楽
養
斎
に

よ
っ
て
校
印
し
、
半
月
刊
で
毎
月
の
初
一
、
十
五
日
に
発
行
し
た
総
合
刊
行
物
で
あ

る
。
上
海
編
訳
館
の
ス
タ
ッ
フ
が
当
時
の
各
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
を
収
集
し
た

も
の
で
あ
る
。
刊
行
か
ら
七
期
目
以
降
は
期
日
ど
お
り
に
出
版
で
き
な
か
っ
た
。
一

九
〇
四
年
に
廃
刊
さ
れ
た
。 

h
t
t
p
s
:
/
/
e
l
i
b
.
n
b
l
i
b
.
c
n
/
S
S
O
/
g
o
t
o
/
1
3
4
/
+
+
9
b
m
a
j
r
x
9
b
n
l
/
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
/
l
i
t

e
r
a
t
u
r
e
/
e
a
6
8
e
f
7
9
6
b
4
4
5
c
8
3
d
7
1
7
4
c
f
7
7
2
f
f
d
d
9
2
 

１
２ 

 
 

『
実
学
報
』
、
第
一―

十
四
期
、
四
百
九
十
一—

四
百
九
十
二
頁
。 

１
３ 

 
 

「
本
校
は
絵
画
・
図
案
・
彫
刻
・
建
築
・
美
術
工
芸
の
諸
科
ご
と
に
設
置
し
、
各
科
の

専
門
技
術
家
と
普
通
の
絵
画
教
員
を
養
成
と
し
、
建
築
科
は
暫
時
開
講
せ
ず
。
」
（
本

校
置
繪
畫
圖
按
彫
刻
建
築
美
術
工
藝
諸
科
、
養
成
各
科
專
門
技
術
家
及
普
通
圖
畫
教

員
、
但
建
築
科
暫
缺
之
。
）
と
あ
る
。
一
九
〇
三
年
『
政
芸
通
報
』
、
第
二
巻
、
第
八

期
、
十
一—

十
三
頁
。 

１
４ 
 
 

『
女
学
生
雑
誌
』
は
一
九
一
〇
年
三
月
に
上
海
で
創
刊
さ
れ
た
。
刊
行
は
不
定
期
で
、

城
東
女
子
学
社
に
よ
っ
て
編
集
し
、
校
長
の
楊
白
民
が
編
集
長
を
務
め
、
中
国
図
書

 

会
社
に
よ
っ
て
発
行
し
た
女
学
の
刊
行
物
で
あ
る
。
具
体
的
な
休
刊
時
期
は
不
明
で

あ
る
。 

h
t
t
p
s
:
/
/
e
l
i
b
.
n
b
l
i
b
.
c
n
/
S
S
O
/
g
o
t
o
/
1
3
4
/
+
+
9
b
m
a
j
r
x
9
b
n
l
/
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
/
l
i
t

e
r
a
t
u
r
e
/
8
e
2
0
2
2
d
f
0
0
8
7
4
f
1
9
7
2
5
3
1
d
a
c
a
f
4
7
0
7
1
8
 

１
５ 
 

李
叔
同
「
美
術
、
工
芸
之
界
説
」
、
『
女
学
生
雑
誌
』
一
九
一
〇
年
第
一
期
、
第
五
十
五

頁
。 

１
６ 

 

魯
迅
「
擬
播
布
美
術
意
見
書
」
、
『
魯
迅
全
集
』
第
八
巻
、
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇

五
年
、
第
五
十
頁
。 

１
７ 

 
 
 

同
上
。 

１
８ 

 

許
慎
著
『
説
文
解
字
』
、
中
華
書
局
影
印
清
陳
昌
治
刻
本
、
一
九
六
三
年
、
第
六
十
三
頁
。 

１
９ 

 
 

清
・
乾
隆
文
淵
閣
四
庫
全
書
鈔
内
府
刊
本
、
『
原
本
広
韻
』
、
第
三
十
葉
。 

２
０ 

 
 

（
漢
）
許
慎
著
、
（
清
）
段
玉
裁
注
『
説
文
解
字
注
』
第
一
編
下
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
一
年
、
第
百
十
六
頁 

２
１ 

 
 

許
慎
著
『
説
文
解
字
』
、
中
華
書
局
影
印
、
清
陳
昌
治
刻
本
、
一
九
六
三
年
、
第
四
十

四
頁
。 

２
２ 

 
 

『
礼
記
・
祭
統
』
武
英
殿
十
三
經
注
疏
本
、
第
九
葉
。 

２
３ 

 
 

清
・
乾
隆
文
淵
閣
四
庫
全
書
鈔
内
府
刊
本
、
『
後
漢
書
』
巻
一
百
十
上
、
第
十
八
葉
。 

２
４ 

 
 

範
燁
編
、(

唐)

李
賢
等
注
『
後
漢
書
』
、
中
華
書
局
、
一
九
七
三
年
、
第
八
百
九
十
八

頁
。 

２
５ 

 
 

清
・
乾
隆
武
英
殿
刻
本
『
晋
書
』
巻
九
十
五―

列
伝
、
第
六
十
五―

芸
術
、
第
一
葉
。 

２
６ 

 
 

清
・
乾
隆
文
淵
閣
四
庫
全
書
鈔
内
府
刊
本
、
『
通
志
』
巻
一
百
八
十
一
、
芸
術
伝
第
一
、

第
一
葉
。 

２
７ 

 
 

鄭
観
應
「
考
試
」
、
夏
東
元
編
『
鄭
観
應
集
』
（
上
）
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八

年
、
第
二
百
九
十
九
頁
。 

２
８ 

 
 

黄
遵
憲
『
日
本
雑
事
詩
』
、
鍾
叔
河
主
編
『
走
向
世
界
叢
書
』
、
岳
麓
書
社
、
一
九
八
五

年
、
第
五
百
九
十
九
頁
。 

 
 

 

２
９ 

 
 

張
元
済
「
通
芸
学
堂
章
程
」
、
『
張
元
済
全
集
』
第
五
巻
、
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
八
年
、

第
七
頁
。 

３
０ 

 
 

天
虹
一
友
は
人
名
か
筆
名
か
現
時
点
で
は
不
明
。 

３
１ 

 
 

『
学
芸
』
雑
誌
一
九
一
七
年
四
月
に
東
京
で
創
刊
さ
れ
、
月
刊
、
丙
辰
学
社
が
編
集
し
、

学
芸
雑
誌
社
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
一
九
五
六
年
七
月
に
休
刊
し
た
、
総
合
刊
行
物
で

あ
る
。
主
な
執
筆
者
は
君
毅
、
陳
啓
修
、
鄭
貞
文
、
陳
季
雲
、
南
公
、
杞
人
、
高
維
魏
、

馬
君
武
、
康
白
情
、
銭
萼
孫
、
李
楊
な
ど
が
い
る
。 

h
t
t
p
s
:
/
/
e
l
i
b
.
n
b
l
i
b
.
c
n
/
S
S
O
/
g
o
t
o
/
1
3
4
/
+
+
9
b
m
a
j
r
x
9
b
n
l
/
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
/
l
i
t
e

r
a
t
u
r
e
/
6
2
2
3
e
3
7
4
1
f
1
4
8
a
d
6
2
a
e
9
b
9
7
1
a
1
4
4
0
9
1
d
 

３
２ 

 
 

天
虹
一
友
「
芸
術
浅
説
」
、
『
学
芸
』
雑
誌
、
一
九
一
一
年
第
三
期
、
第
三
十
三―

三
八

頁
。 

３
３ 

 
 

謝
維
揚
・
房
鑫
亮
『
王
国
維
全
集
』
第
十
六
卷
、
浙
江/

廣
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年

一
二
月
版
、
第
百
九
十
八
頁
。 

３
４ 

 
 

中
村
五
六
編
纂
、
頓
野
廣
太
郎
修
補
『
中
等
中
地
理
』
、
東
京
：
文
学
社
、
明
治
二
十

九
年
、
第
一
〇
二
頁
。 

３
５ 

 
 

謝
維
揚
・
房
鑫
亮
『
王
国
維
全
集
』
第
一
卷
、
浙
江/

廣
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
十

二
月
版
、
第
八
十
二
頁
。 

３
６ 

 
 

同
上
、
第
五
十
頁
。 

３
７ 

 
 

同
上
、
第
五
十
九
頁
。 

３
８ 

 
 

謝
維
揚
・
房
鑫
亮
『
王
国
維
全
集
』
第
十
四
卷
、
浙
江/

廣
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年

十
二
月
版
、
第
一
〇
七
頁
。 

３
９ 

 
 

謝
維
揚
・
房
鑫
亮
『
王
国
維
全
集
』
第
一
卷
、
浙
江/

廣
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
十

二
月
、
第
五
十
七
頁
。 

４
０ 

 
 

伊
藤
漱
平
は
『
紅
楼
夢
評
論
』
訳
で
注
八
に
「
人
工
の
美
」
と
訳
す
。
『
中
国
現
代
文

学
選
集
・
清
末
・
五
四
前
夜
集
』
、
平
凡
社
、
昭
和
三
十
八
年
、
第
三
百
八
十
頁
。 

４
１ 

 
 

謝
維
揚
・
房
鑫
亮
『
王
国
維
全
集
』
第
十
四
卷
、
浙
江/

廣
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年

 

十
二
月
版
、
第
一
〇
七
頁
。 

４
２ 

 
 

謝
維
揚
・
房
鑫
亮
『
王
国
維
全
集
』
第
三
卷
、
浙
江/

廣
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
十

二
月
、
第
四
百
十
三
頁
。 

４
３ 

 
 

陳
振
濂
「"

美
術"

語
源
考—

—
"

美
術"

訳
語
引
進
史
研
究
」
、
《
美
術
研
究
》
、
二
〇
〇
三

年
第
四
期
、
第
六
十
五
頁
。 

４
４ 

 
 

同
注
三
十
八
。 

４
５ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
専
集
第
十
九
册
「
佳
人
奇
遇
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九
八

九
年
版
、
第
百
九
十
二
頁
。 

４
６ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
六
「
中
国
史
叙
論
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九
八
九

年
版
、
第1

頁
。 

４
７ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
十
「
中
国
地
理
大
勢
論
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九

八
九
年
版
、
第
八
十
六
頁
。 

４
８ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
三
十
九
「
美
術
与
生
活
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九

八
九
年
版
、
第
二
十
三
頁
。 

４
９ 

 
 

同
上
、
第
二
十
四
頁
。 

５
０ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
六
「
中
国
叙
論
史
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九
八
九

年
版
、
第
一
頁
。 

５
１ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
三
十
八
「
美
術
与
科
学
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九

八
九
年
版
、
第
九
頁
。 

５
２ 

 
 

同
上
。 

５
３ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
三
十
七
「
中
国
韻
文
里
頭
所
表
現
的
情
感
」
、
上
海

中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
版
、
第
七
十
二
頁
。 

５
４ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
三
十
八
「
情
聖
杜
甫
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九
八

九
年
版
、
第
三
十
七
頁
。 

５
５ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
専
集
第
二
十
三
册
之
一
百
二
「
書
法
指
導
」
、
上
海
中
華
書

局
、
一
九
八
九
年
版
、
第
三
頁
。 
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２
９ 

 
 

張
元
済
「
通
芸
学
堂
章
程
」
、
『
張
元
済
全
集
』
第
五
巻
、
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
八
年
、

第
七
頁
。 

３
０ 

 
 

天
虹
一
友
は
人
名
か
筆
名
か
現
時
点
で
は
不
明
。 

３
１ 

 
 

『
学
芸
』
雑
誌
一
九
一
七
年
四
月
に
東
京
で
創
刊
さ
れ
、
月
刊
、
丙
辰
学
社
が
編
集
し
、

学
芸
雑
誌
社
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
一
九
五
六
年
七
月
に
休
刊
し
た
、
総
合
刊
行
物
で

あ
る
。
主
な
執
筆
者
は
君
毅
、
陳
啓
修
、
鄭
貞
文
、
陳
季
雲
、
南
公
、
杞
人
、
高
維
魏
、

馬
君
武
、
康
白
情
、
銭
萼
孫
、
李
楊
な
ど
が
い
る
。 

h
t
t
p
s
:
/
/
e
l
i
b
.
n
b
l
i
b
.
c
n
/
S
S
O
/
g
o
t
o
/
1
3
4
/
+
+
9
b
m
a
j
r
x
9
b
n
l
/
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
/
l
i
t
e

r
a
t
u
r
e
/
6
2
2
3
e
3
7
4
1
f
1
4
8
a
d
6
2
a
e
9
b
9
7
1
a
1
4
4
0
9
1
d
 

３
２ 

 
 

天
虹
一
友
「
芸
術
浅
説
」
、
『
学
芸
』
雑
誌
、
一
九
一
一
年
第
三
期
、
第
三
十
三―

三
八

頁
。 

３
３ 

 
 

謝
維
揚
・
房
鑫
亮
『
王
国
維
全
集
』
第
十
六
卷
、
浙
江/

廣
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年

一
二
月
版
、
第
百
九
十
八
頁
。 

３
４ 

 
 

中
村
五
六
編
纂
、
頓
野
廣
太
郎
修
補
『
中
等
中
地
理
』
、
東
京
：
文
学
社
、
明
治
二
十

九
年
、
第
一
〇
二
頁
。 

３
５ 

 
 

謝
維
揚
・
房
鑫
亮
『
王
国
維
全
集
』
第
一
卷
、
浙
江/

廣
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
十

二
月
版
、
第
八
十
二
頁
。 

３
６ 

 
 

同
上
、
第
五
十
頁
。 

３
７ 

 
 

同
上
、
第
五
十
九
頁
。 

３
８ 

 
 

謝
維
揚
・
房
鑫
亮
『
王
国
維
全
集
』
第
十
四
卷
、
浙
江/

廣
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年

十
二
月
版
、
第
一
〇
七
頁
。 

３
９ 

 
 

謝
維
揚
・
房
鑫
亮
『
王
国
維
全
集
』
第
一
卷
、
浙
江/

廣
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
十

二
月
、
第
五
十
七
頁
。 

４
０ 

 
 

伊
藤
漱
平
は
『
紅
楼
夢
評
論
』
訳
で
注
八
に
「
人
工
の
美
」
と
訳
す
。
『
中
国
現
代
文

学
選
集
・
清
末
・
五
四
前
夜
集
』
、
平
凡
社
、
昭
和
三
十
八
年
、
第
三
百
八
十
頁
。 

４
１ 

 
 

謝
維
揚
・
房
鑫
亮
『
王
国
維
全
集
』
第
十
四
卷
、
浙
江/

廣
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年

 

十
二
月
版
、
第
一
〇
七
頁
。 

４
２ 

 
 

謝
維
揚
・
房
鑫
亮
『
王
国
維
全
集
』
第
三
卷
、
浙
江/

廣
東
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
十

二
月
、
第
四
百
十
三
頁
。 

４
３ 

 
 

陳
振
濂
「"

美
術"

語
源
考—

—
"

美
術"

訳
語
引
進
史
研
究
」
、
《
美
術
研
究
》
、
二
〇
〇
三

年
第
四
期
、
第
六
十
五
頁
。 

４
４ 

 
 

同
注
三
十
八
。 

４
５ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
専
集
第
十
九
册
「
佳
人
奇
遇
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九
八

九
年
版
、
第
百
九
十
二
頁
。 

４
６ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
六
「
中
国
史
叙
論
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九
八
九

年
版
、
第1

頁
。 

４
７ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
十
「
中
国
地
理
大
勢
論
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九

八
九
年
版
、
第
八
十
六
頁
。 

４
８ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
三
十
九
「
美
術
与
生
活
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九

八
九
年
版
、
第
二
十
三
頁
。 

４
９ 

 
 

同
上
、
第
二
十
四
頁
。 

５
０ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
六
「
中
国
叙
論
史
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九
八
九

年
版
、
第
一
頁
。 

５
１ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
三
十
八
「
美
術
与
科
学
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九

八
九
年
版
、
第
九
頁
。 

５
２ 

 
 

同
上
。 

５
３ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
三
十
七
「
中
国
韻
文
里
頭
所
表
現
的
情
感
」
、
上
海

中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
版
、
第
七
十
二
頁
。 

５
４ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
文
集
第
三
十
八
「
情
聖
杜
甫
」
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九
八

九
年
版
、
第
三
十
七
頁
。 

５
５ 

 
 

梁
啓
超
『
飲
冰
室
合
集
』
専
集
第
二
十
三
册
之
一
百
二
「
書
法
指
導
」
、
上
海
中
華
書

局
、
一
九
八
九
年
版
、
第
三
頁
。 
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５
６ 

 
 

同
前
、
第
六
頁
。 

５
７ 

 
 

鄧
以
蟄
「
民
衆
的
芸
術
」
、
『
鄧
以
蟄
全
集
』
、
安
徽
教
育
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
第

一
〇
一
頁
。 

５
８ 

 
 

こ
の
文
章
は
三
つ
の
部
分
あ
り
、
第
二
部
分
（
芸
術
の
「
体
」
、
「
形
」
、
「
意
」
、
「
理
」
）

は
、
嘗
て
「
以
大
観
小
」
を
タ
イ
ト
ル
と
し
て
一
九
二
五
年
三
月
二
十
四
日
『
大
公
報
』

に
発
表
さ
れ
た
。
第
三
部
分(

論
「
理
」―

―

気
韻
生
動)

 

は
、
嘗
て
「
気
韻
生
動
」

を
タ
イ
ト
ル
と
し
て
一
九
三
五
年
四
月
十
三
日
『
大
公
報
』
に
発
表
さ
れ
た
。
第
一
部

分(

論
畫
之
工
具―

―

筆
畫)
は
、
嘗
て
「
書
画
同
源
」
を
タ
イ
ト
ル
と
し
て
一
九
三
五

年
四
月
二
十
日
『
大
公
報
』
に
発
表
さ
れ
た
。
引
用
し
た
部
分
は
第
三
部
分
に
あ
る
。 

５
９ 

 
 

鄧
以
蟄
「
画
理
探
微
」
、
『
鄧
以
蟄
全
集
』
、
安
徽
教
育
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
第
二

百
十
七
頁
。 

６
０ 

 
 

同
上
。
「
詩
与
歴
史
」
、
第
四
十
九
頁
。 

６
１ 

 
 

同
上
。
「
戯
劇
和
道
徳
的
進
化
」
、
第
五
十
九
頁
。 

６
２ 

 
 

同
上
。
「
中
国
芸
術
的
発
展
」
、
第
三
百
五
十
七
頁
。 

６
３ 

 
 

同
上
。
「
書
法
之
欣
賞
」
、
第
百
五
十
九
頁
。 

 

 

 
 

姜姜
立立
綱綱
『『
中中
書書
楷楷
訣訣
』』
のの
現現
存存
版版
本本
にに
つつ
いい
てて

李 
 

松 

樺  

 は
じ
め
に 

第
一
章 

先
行
研
究 

第
二
章 

漢
籍
『
中
書
楷
訣
』 

（
一
） 

萃
英
堂
版
本
の
所
蔵
と
情
報 

（
二
） 

萃
英
堂
版
本
の
内
容
に
つ
い
て 

第
三
章 

和
刻
本
『
中
書
楷
訣
』
及
び
漢
籍
と
の
比
較 

（
一
） 

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
中
書
楷
訣
』 

（
二
） 

和
刻
本
『
中
書
楷
訣
』
の
種
類
の
推
論 

（
三
） 

漢
籍
と
の
一
致
点 

（
四
） 

漢
籍
と
の
差
異
点 

第
四
章 

研
究
結
果
及
び
結
論 

付
録  

参
考
文
献 

 

はは
じじ
めめ
にに  

明
代
の
浙
江
省
は
、
水
陸
交
通
の
発
達
に
よ
っ
て
富
裕
な
地
域
経
済
の
基
礎
を
築
き
上
げ
た
。

そ
れ
に
従
っ
て
地
域
の
文
化
勃
興
の
基
盤
を
作
っ
た
。
特
に
書
学
に
お
い
て
、
宋
元
の
先
賢
が
地

域
の
書
学
文
化
を
積
み
上
げ
た
上
に
、
新
し
い
書
法
の
風
潮
を
作
る
人
物
が
次
々
に
登
場
し
た
。

姜
立
綱
は
、
そ
の
う
ち
の
代
表
人
物
で
あ
る
。
先
賢
の
研
究
に
よ
っ
て
、
現
存
し
て
い
る
姜
氏
が

著
し
た
『
中
書
楷
訣
』
の
版
本
は
三
種
類
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
安
徽
省
図
書
館
の
萃
英
堂
刻
本
、

上
海
市
図
書
館
の
珂
羅
版
抄
本
、
日
本
尚
友
斎
版
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
稿
者
は
先
行
研
究
に
よ

っ
て
、
近
年
日
本
で
新
し
く
公
開
さ
れ
た
和
刻
本
の
『
中
書
楷
訣
』
（
一
冊
）
が
あ
る
こ
と
を
見

出
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
版
本
の
様
式
や
内
容
な
ど
に
つ
い
て
の
研
究
と
分
析
は
見
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
和
刻
本
と
安
徽
省
図
書
館
の
萃
英
堂
刻
本
を
校
合
し
た
と
こ
ろ
、
少
な
か
ら
ず
差
異
が
あ

る
こ
と
に
気
づ
い
た
。 

本
稿
で
は
、
こ
の
差
異
を
通
じ
て
、
漢
籍
の
受
容
と
和
刻
本
の
変
容
の
視
点
か
ら
考
察
を
試
み

る
。
延
い
て
は
明
代
版
本
書
法
の
解
明
に
繋
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

 第第
一一
章章 

先先
行行
研研
究究  

姜
立
綱
（
一
四
四
四
〜
一
四
九
九
）
、
字
は
廷
憲
、
号
は
東
渓
で
あ
る
。
官
歴
は
中
書
舎
人
、

太
長
少
卿
に
至
っ
た
。 

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
近
年
来
、
中
国
内
外
の
専
門
家
が
姜
立
綱
及
び
そ
の
周
辺
に
関
す
る
研

究
文
章
が
続
々
と
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
特
定
の
視
点
に
よ
る
研
究
や
集
大
成
の
著
作
が

あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
六
年
に
李
凭
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
図
書
館
に
収
蔵
し
て
い
る

『
史
記
』
に
つ
い
て
詳
細
に
研
究
し
た
。
李
氏
は
歴
史
文
献
及
び
書
跡
を
考
証
し
て
、
抄
本
の
書

写
者
は
「
明
朝
弘
治
年
間
書
辦
、
太
少
朴
少
卿
姜
立
綱
」
１ 

で
あ
る
と
結
論
し
た
。
同
年
、
陳
佐

は
十
五
年
間
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
『
姜
立
綱
書
法
文
献
研
究
』
２ 

と
い
う
著
作
を
出
版
し
た
。

内
容
は
、
姜
立
綱
の
「
著
述
・
詩
文
遺
稿
・
年
譜
・
勅
諭
・
家
族
歴
史
・
歴
代
集
評
・
学
苑
抜
粋
・

メ
デ
ィ
ア
視
角
・
民
間
伝
説
・
付
録
」
と
い
う
十
の
項
目
か
ら
展
開
し
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
す
べ

て
の
資
料
を
収
集
し
て
整
理
し
た
。
現
在
、
こ
の
本
は
姜
立
綱
に
関
す
る
研
究
の
最
も
全
面
的
な
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